
決算特別委員会会議記録 
 

決算特別委員長  森 誠一    

 

１ 日 時 

   令和７年９月３０日（火） 午前１０時００分から 

                午後 ３時１６分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、志村学、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 
木付親次、三浦正臣、麻生栄作、阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、 
若山雅敏、木田昇、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   中野哲朗、宮成公一郎、守永信幸、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   会計管理者 馬場真由美、代表監査委員 長谷尾雅通、 

監査委員事務局長 岩尾誠二、企業局長 渡辺淳一、病院局長 佐藤昌司 

ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第８９号議案令和６年度大分県病院事業会計利益の処分及び決算の認定について、第

９０号議案令和６年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９１

号議案令和６年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について並びに

第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班 主査     坂口泰弘 

   議事課委員会班 主幹（総括） 姫野剛 

   議事課委員会班 主査     板井貴章 

  



決算特別委員会次第  

 
日時：令和７年９月３０日（火）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 企業局決算審査 

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

 

３ 病院局決算審査  

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

 

４ 一般会計及び特別会計決算審査 

 （１）決算概要説明（会計管理者） 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 

 

５ 部局別決算審査 

  （１）会計管理局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議（上記４も含む） 

 （２）監査委員事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、決算特別委員会を開

きます。 

第３回定例会において付託を受け、継続審査

となっている第８９号議案から第１０２号議案

までの１４件の決算議案の認定について、本日

から審査を行います。 

 審査に先立ち、決算審査の方針等について申

し上げます。 

去る９月１６日の委員会において、本委員会

の運営要領を決定しました。 

決算審査の方針として、（１）計数の確認、

（２）収支の正否、（３）財産管理の適否、（

４）行政効果、（５）必要な改善措置となって

います。 

具体的な審査については、先日お配りした決

算審査のしおりを参考にしてください。 

次に、前年度の審査報告書に対する措置結果

についてですが、各部局審査の際に、当部局か

ら説明があるので、措置結果に対する質疑は各

部局審査の質疑とあわせてお願いします。 

なお、執行部に対し資料の要求等がある場合

は、質疑とあわせて要求していただくようお願

いします。 

また、各部局の審査終了の都度、審査におけ

る質疑等をもとに審査報告書の検討を行います。

各委員においては、運営要領に従い、円滑な委

員会運営に御協力をお願いします。 

それでは、この際、付託された議案を一括議

題とし、これより審査に入ります。 

本日は、企業局及び病院局の公営企業会計の

審査並びに一般会計・特別会計に関する会計管

理者、監査委員からの概要説明及び会計管理局、

監査委員事務局の部局別審査を行います。 

これより、企業局関係の審査を行います。 

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。 

それでは、企業局長及び関係者の説明を求め

ます。 

渡辺企業局長 おはようございます。企業局長

の渡辺です。委員の皆様には、平素から電気事

業、工業用水道事業の運営に多大な御理解を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

最初に私から、企業局の経営概況について御

説明します。お手元のタブレット内の資料１－

１決算特別委員会資料（企業局の経営概況）の

１ページをお開きください。タブレット画面右

下に青い通知が出たらタッチをお願いします。 

初めに電気事業会計から御説明します。まず、

左上の１売電実績電力量の推移を御覧ください。 

企業局では、１２の水力発電所と大分市松岡

にある太陽光発電所で発電した電力を九州電力

に供給しています。 

令和６年度の水力発電の売電実績電力量につ

いては、赤色の折れ線の右端のとおり１億５，

５１５万１千キロワットアワーで、対前年度比

７９．４％となっています。 

緑色の折れ線で示している令和６年度の太陽

光発電の売電実績電力量は、右端のとおり１４

４万８千キロワットアワーで、対前年度比１０

０．３％となっています。 

その下の２電力料金収入の推移を御覧くださ

い。赤色の折れ線で示している令和６年度の水

力発電料金収入は、右端のとおり２７億５，７

００万円で、対前年度比８７．８％となってい

ます。これは、芹川第一、第二発電所がリニュ

ーアル工事により稼働停止していることが主な

要因です。 

緑色の折れ線で示している令和６年度の太陽

光発電の料金収入は５，９００万円で、対前年

度比９６．７％となっています。 

右上の３電力料金単価の推移を御覧ください。 

①の水力発電所の単価については、九州電力と

２年ごとに契約更改をしており、令和６年度は

１キロワットアワー当たり１１円４９銭となっ

ています。 

②の大野川発電所、③の松岡太陽光発電所に

ついては、いずれも固定価格買取制度、いわゆ

るＦＩＴ（フィット）の認定を受けており、売
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電単価はそれぞれ１キロワットアワー当たり２

４円、４０円となっています。 

その下の４純利益の推移を御覧ください。令

和６年度の純利益は、右端のとおり５億１，９

００万円、対前年度比で１００．２％、金額で

１００万円の増となっています。 

次に、２ページをお開きください。工業用水

道事業会計について御説明します。 

左上の１契約水量の推移を御覧ください。右

端のとおり、令和６年度末現在の契約水量は、

令和５年度と同様、１日当たり５６万３千立方

メートルとなっています。 

その下の２事業所数の推移ですが、右端のと

おり、令和６年度末現在、コンビナート企業群

などの４６の事業所と給水契約を結んでいます。 

右側の吹き出しに記載のとおり、工業用水道料

金は、実使用量にかかわらず、契約水量の全量

を買い取っていただく責任水量制を採用してい

ます。料金単価は１立方メートル当たり第１種

が１５．８円、第２種が８．８円となっており、

全国平均の２２．９１円と比べて安価で提供し

ています。 

４６事業所のうち、契約水量の多い事業所は、

日本製鉄関連が１日当たり２３万立方メートル、

鶴崎共同動力関連が１１万立方メートルなどと

なっています。 

右上の３純利益の推移を御覧ください。令和

６年度の純利益は、右端のとおり４億３，９０

０万円で、対前年度比で１１０．０％、金額で

４千万円の増となっています。これは、営業費

用の修繕費や委託費が入札に伴い減少したこと

等によるものです。 

 企業局の経営概況の説明は以上です。 

引き続き、総務課長から決算等の詳細につい

て御説明するので、よろしくお願いします。 

三好総務課長 それでは、第９０号議案令和６

年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の

認定について、並びに第９１号議案令和６年度

大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について御説明します。 

タブレット内の資料１、令和６年度大分県公

営企業会計決算書の１４ページをお開きくださ

い。 

初めに、電気事業会計について御説明します。

表の（２）事業収入に関する事項を御覧くださ

い。 

当年度の事業収入の合計は、当年度欄の一番

下のとおり３０億１，１５５万５，００８円で、

その２つ右の比較増減欄に示しているとおり、

前年度に比べ３億７，５３５万９，８１３円の

減となっています。 

主な増減について説明します。 

当年度欄の一番上の営業収益は２８億９，８

５０万７，０２０円で、前年度に比べ３億８，

２４４万３，３１７円の減となっています。こ

れは、芹川第一、第二発電所がリニューアル工

事により稼働停止していることなどによるもの

です。 

また、表の中ほどの事業外収益は５，９６４

万９９１円で、前年度に比べ２，０９２万６５

１円の増となっています。 

これは、企業局で退職した職員の退職手当に

係る知事部局等負担金の増などによるものです。 

次に、（３）事業費に関する事項を御覧くだ

さい。 

当年度の支出である事業費の合計は、当年度

欄の一番下のとおり２４億９，２２６万６，７

７３円で、前年度に比べ３億７，６７８万２，

９３０円の減となっています。 

主な増減について説明します。 

当年度欄の一番上の営業費用は２３億８，９

７７万４１５円で、前年度に比べ２，２１１万

７，３５８円の増となっています。営業費用の

主な増減としては、その下の職員給与費が退職

給付の増などにより、前年度に比べ７，６５１

万６２１円の増、その三つ下の委託費は、契約

実績が減少したことにより、前年度に比べ８，

９８２万７１８円の減、その二つ下の減価償却

費は、発電所に係る資産が増えたことなどで、

前年度に比べ１，５８７万９，４７５円の増と

なっています。 

また、表の下から３行目の特別損失は、リニ

ューアル工事に係る既存設備の撤去工事費の減

などにより４億３，３８４万７，１８８円の減
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となっています。 

一番下の表、差引収支の欄にあるように、令

和６年度の電気事業の純利益は５億１，９２８

万８，２３５円となり、前年度に比べ１４２万

３，１１７円の増となっています。 

次に、２０ページをお開きください。ただい

ま御説明した収益及び費用の状況を損益計算書

の形にしたものです。 

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は、右端の列の中ほど５億８７３万６，

６０５円となっています。 

このほか、３の財務収益と４の事業外収益か

ら、５の財務費用と６の事業外費用を差し引い

た収支は、右端の列の上から２段目４，３３８

万１，０９０円となり、営業利益にこれを加算

した経常利益は、その下５億５，２１１万７，

６９５円となっています。 

７の特別損失は右端の列の上から４段目、マ

イナス３，２８２万９，４６０円で、経常利益

からこれを差し引いた収支は、その下５億１，

９２８万８，２３５円となり、これが当年度の

純利益となります。 

その下、前年度繰越利益剰余金８億６千万８，

９０３円とその下、その他未処分利益剰余金変

動額４億９，５５０万６，０５３円を当年度純

利益に加算した当年度未処分利益剰余金は右端

の列の一番下１８億７，４８０万３，１９１円

となっています。 

次に、２４ページをお開きください。当年度

未処分利益剰余金の処分案について御説明しま

す。 

表の右端の列、未処分利益剰余金１８億７，

４８０万３，１９１円のうち、その二つ下４億

５，３８１万３，３１０円を今年度の企業債償

還のための減債積立金に、その下４，５４７万

４，９２５円を今後の改修費用等のための建設

改良積立金に、その下２千万円を県政貢献のた

めの地域振興積立金にそれぞれ積み立てたいと

考えています。 

次に、２６ページをお開きください。貸借対

照表について御説明します。 

左側、資産の部の１の固定資産ですが、発電

所の施設や送電線などの設備に関する（１）電

気事業固定資産などで、固定資産合計は右端の

列の一番上２５０億５，９３７万８，５０７円

となっています。 

２の流動資産は現金預金、電力料金等の未収

金などで、流動資産合計は右端の列の下から２

段目の７２億５，６４２万７，２９３円となっ

ています。固定資産と流動資産の資産合計は、

その下３２３億１，５８０万５，８００円とな

っています。 

次に、２７ページの負債の部及び資本の部で

す。 

負債の部の３の固定負債ですが、これは企業

債及び引当金で、固定負債合計は右端の列の一

番上１２８億６５２万２，７７２円となってい

ます。 

４の流動負債は、令和７年度中に償還予定の

企業債や工事代金等の未払金などで、流動負債

合計は、右端の列の上から２段目１４億２，３

７９万１，３４０円となっています。 

これらに右端の列の上から３段目、５の繰延

収益１億３，５４９万１，１０７円を加算した

負債合計は、その下１４３億６，５８０万５，

２１９円となっています。 

次に資本の部についてですが、６の資本金及

び７の剰余金を加算した資本合計は、右端の列

の下から２段目１７９億５千万５８１円で、こ

れに負債合計を加算した負債資本合計は、その

下３２３億１，５８０万５，８００円となり、

前ページの資産合計と一致しています。 

以上で電気事業会計の説明を終わります。 

 続いて、工業用水道事業会計について御説明

します。資料６５ページをお開きください。 

３の（２）事業収入に関する事項を御覧くだ

さい。 

当年度の事業収入の合計は、当年度欄の一番

下のとおり２２億９，８８０万９，５４６円で、

前年度に比べ１，７０３万１，４９４円の増と

なっています。 

主な増減について説明します。 

 当年度欄の一番上の営業収益は２０億６，７

７１万１４７円で、前年度に比べ５３９万７，



- 4 - 

２６８円の減となっています。これは、令和５

年度がうるう年だったので、契約水量が１日分

減少したことが主な要因です。 

表の中ほどの営業外収益は２億３，１０９万

９，３９９円で２，２４２万８，７６２円の増

となっています。これは、企業局で退職した職

員の退職手当に係る知事部局等負担金の増など

によるものです。 

次に、（３）事業費に関する事項を御覧くだ

さい。 

当年度の支出である事業費の合計は、当年度

欄の一番下のとおり１８億６，０２３万５，６

１６円で、前年度に比べ２，２３１万６，６９

５円の減となっています｡ 

主な増減について説明します。 

当年度欄の一番上の営業費用は１８億３，２

３１万４，７０２円で、前年度に比べ３，７３

４万８，３０１円の減となっています。 

営業費用の主な増減としては、職員給与費が

退職給付の増などにより前年度に比べ６，９５

２万２，８９４円の増、その四つ下の委託費は、

契約実績が減少したことにより前年度に比べ６，

６８５万２，５７１円の減となっています。 

また、表の下から３行目の特別損失は、大津

留特高受変電設備等の除却などにより、１，６

８０万４５２円の増となっています。 

一番下の表、差引収支の欄にあるように、令

和６年度の工業用水道事業の純利益は４億３，

８５７万３，９３０円となり、前年度に比べ３，

９３４万８，１８９円の増となっています。 

次に、７２ページをお開きください。 

ただいま御説明した収益及び費用の状況を損

益計算書の形にしたものです。 

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は、右端の列の中ほど２億３，５３９

万５，４４５円となっています。 

３の営業外収益から４の営業外費用を差し引

いた収支は、右端の列の上から２段目、２億１，

９９７万８，９３７円となり、営業利益にこの

額を加算した経常利益は、その下４億５，５３

７万４，３８２円となっています。 

５の特別損失は、右端の列の上から４段目、

マイナス１，６８０万４５２円で、経常利益か

らこれを差し引いた収支は、その下４億３，８

５７万３，９３０円となり、これが当年度の純

利益となります。 

その下、前年度繰越利益剰余金４億５，３９

５万９，１２９円とその下、その他未処分利益

剰余金変動額１５億３０９万２，４５５円を当

年度純利益に加算した当年度未処分利益剰余金

は右端の列の一番下２３億９，５６２万５，５

１４円となっています。 

次に、７６ページをお開きください。当年度

未処分利益剰余金の処分案について御説明しま

す。 

表の右端の列、未処分利益剰余金２３億９，

５６２万５，５１４円のうち、その２つ下６，

１５２万９，５４４円を、今年度の企業債償還

のための減債積立金に、その下３億７，７０４

万４，３８６円を今後の改修費用等のための建

設改良積立金にそれぞれ積み立てたいと考えて

います。 

 次に、７８ページをお開きください。貸借対

照表について御説明します。 

左側、資産の部の１の固定資産ですが、施設

や送水管、配水管などの設備に関する（１）有

形固定資産などで、固定資産合計は、右端の列

の一番上１８３億５，７６５万３９０円となっ

ています。 

２の流動資産は現金預金、水道料金等の未収

金などで、流動資産合計は右端の列の下から２

段目の７１億３，９６８万４，２９２円となっ

ています。 

固定資産と流動資産の資産合計は、その下２

５４億９，７３３万４，６８２円となっていま

す。 

 次に、７９ページの負債の部と資本の部です。 

負債の部の３の固定負債ですが、これは企業

債及び引当金で、固定負債合計は右端の列の一

番上１４億３２９万２，３４７円となっていま

す。 

４の流動負債は、令和７年度中に償還予定の

企業債や工事代金等の未払金などで、流動負債

合計は右端の列の上から２段目１５億８，７０
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８万５，３７８円となっています。 

これらに右端の列の上から３段目、５の繰延

収益２５億２，４７２万２，５１７円を加算し

た負債合計は、その下５５億１，５１０万２４

２円となっています。 

次に、資本の部についてですが、６の資本金

及び７の剰余金を加算した資本合計は右端の列

の下から２段目１９９億８，２２３万４，４４

０円で、これに負債合計を加算した負債資本合

計はその下２５４億９，７３３万４，６８２円

となり、前ページの資産合計と一致しています。 

以上で、令和６年度電気事業会計及び工業用

水道事業会計の決算に関する説明を終わります。 

森委員長 次に、決算審査の結果について、監

査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和６年度の大分県電気

事業会計及び工業用水道事業会計決算に係る審

査意見について、監査委員を代表して説明しま

す。 

 資料番号４、令和６年度大分県公営企業会計

決算審査意見書の３ページをお開きください。 

この意見書は、地方公営企業法第３０条第２

項の規定に基づき、本年６月６日に知事から監

査委員の審査に付された各事業会計の決算につ

いて審査を行い、その結果を７月３１日に知事

に提出したものです。    

 ７ページをお開きください。 

まず、第１審査の概要ですが、各事業会計の

決算に係る審査は、大分県監査委員監査基準に

準拠し実施しました。 

 ２審査の方法ですが、決算及び関係書類につ

いて、総勘定元帳や会計伝票等証拠書類との照

合を行うとともに、定期監査及び例月出納検査

等の結果を踏まえて慎重に審査しました。 

 ３審査の主眼ですが、各事業が常に企業の経

済性を発揮しているか、公共の福祉を増進する

ように運営されているかなどについて、記載の

３点に主眼を置き、審査を行いました。 

次に、第２審査の結果です。 

各事業会計の決算書その他決算関係書類は、

さきほど説明した方法により審査した限りにお

いて、法令に適合し、かつ正確であることが認

められました。 

また、予算の執行、収益・費用及び財産に係

る事務については、おおむね適正に処理されて

いると認められました。 

 次に、各事業会計決算の審査意見について説

明します。 

 まず、電気事業会計についてです。２７ペー

ジをお開きください。 

１審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

す。 

電気事業は、芹川第一及び第二発電所のリニ

ューアル事業による稼働停止に伴い、総収益は

減少したものの、既存設備の撤去工事や除却損

などの特別損失の大幅減により、総費用がこれ

を上回って減少したことにより、純利益は前年

度並を確保しています。前年度と比べ減収とな

ったものの、若干の増益を確保しており、安定

した経営を維持しています。また、短期・長期

の財務の安全性も保たれていることから、経営

成績、財政状態ともにおおむね健全であると考

えられます。 

次に、（２）総合意見です。 

大分県企業局経営戦略及びアクションプラン

に基づく取組が進められましたが、今後とも、

発電所のリニューアル事業の計画的な実施によ

り、収益力向上を着実に図ることが重要です。

また、発電所及び送電施設等の地震・風水害対

策の強化や施設の長寿命化工事等の計画的な実

施が求められます。一方、九州電力株式会社と

の長期基本契約が令和７年度末で終了すること

を踏まえ、一般競争入札等による売電契約への

移行に万全を期することが必要です。 

 これらの取組を着実に実施し、引き続き安定

的なサービスの提供に努めるよう要請しました。 

 電気事業会計決算に係る審査意見については、

以上のとおりです。 

次に、工業用水道事業会計について御説明し

ます。４３ページをお開きください。 

１審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

す。 

工業用水道事業は、責任水量制による安定し

た料金収入に支えられ良好な経営を維持してお
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り、短期・長期の財務の安全性も保たれている

ことから、経営成績、財政状態ともおおむね健

全であると考えられます。 

 続いて（２）総合意見です。 

大分県企業局経営戦略及びアクションプラン

に基づく取組が進められました。その主なもの

は、浄水場の老朽化対策や老朽化管路の更新等、

また、施設照明のＬＥＤ化や省エネ機器の導入

等によるコストの削減です。一方、経営成績を

見ると、委託費が減少したことなどによる営業

費用の減により、純利益が前年度より増加しま

した。しかしながら、不安定な世界情勢が続い

ていることから、引き続きエネルギー事情など

の経済動向を注視することが不可欠です。加え

て、今後、多額な施設・設備の更新が予定され

ていることから、より一層のコスト削減や設備

更新時の省エネ機器導入等の検討が必要です。 

これらの取組を着実に実施し、引き続き安定

的なサービスの提供に努めるよう要請しました。 

 工業用水道事業会計決算の審査意見について

は、以上のとおりです。 

これで、企業局の各事業会計決算に係る審査

意見についての説明を終わります。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入りますが、本日以降の本委

員会での質疑の順序について確認します。 

初めに、事前通告をした委員、次に事前通告

なしの委員、最後に事前通告をした委員外議員

の順に質疑を行います。事前通告なしの委員外

議員については、進行状況等を勘案しながら指

名するので、あらかじめ御了承願います。 

発言は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立し、マイクを立てて行ってください。 

質疑は付託された決算議案に対する質疑にと

どめるとともに、説明資料におけるページ及び

事業名などを明らかにしてください。 

質疑は、関連質疑も含め一人５分以内で、再

質疑は２回までとなっていますので、要点を簡

潔にお願いします。 

なお、質疑に対する執行部の回答が要領を得

ない場合や執行部からの質疑内容の確認に対す

る委員等の回答については再質疑とみなしませ

んので、御了承願います。 

また、委員外議員の関連質疑は、委員の質疑

終了後に別途お願いします。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。 

事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

佐藤委員 １点だけ御質疑させてください。電

気事業報告書全般になるんですけれども、お尋

ねします。 

さきほどから説明もありましたし、代表監査

委員からもありましたけれども、芹川第一、第

二発電所のリニューアル工事により、電力収入

が減少をしています。そして、特別損失が発生

しています。このこと自体はこれまでにも説明

を受けていますし、理解しています。それでこ

の工事の状況、それから今後の予定、そして、

それによって見込まれる全体損失額を教えてい

ただければと思います。 

また、このリニューアルによる投資の損失を、

いつ頃までに回復できる見通しなのか等を教え

ていただければと思います。 

三好総務課長 それでは、芹川第一、第二発電

所のリニューアル工事に関してお答えします。 

まず、工事の予定ですが、令和５年１１月か

らのリニューアル工事に伴い、運転を停止して

おり、令和１０年度の運転再開を目標に現在工

事を進めています。この間の損失額については、

芹川第一、第二発電所を合わせて、電力量収入

が約２５億円、それから設備の撤去費等の特別

損失が約１２億円、合わせて合計で約３７億円

と見込んでいます。この特別損失の回復につい

ては、令和１０年度から運転を再開することで、

二つ合わせて年間約１２億円のＦＩＴ収入を見

込んでいます。これはリニューアル前のおよそ

２倍にあたり、年間で約６億円程度の増収とな

るため、令和１０年度から６年から７年程度で

回収できると見込んでいます。 

森委員長 ほかに、事前通告されていない委員

で質疑はありませんか。 

麻生委員 １－１経営概況の２ページ、工業用



- 7 - 

水に関してですけれども、契約水量の全量を買

い取る責任水量制を採用しているわけですが、

監査の指摘にもあったように、不安定な世界情

勢が指摘されています。こういった中で、契約

水量と実使用量が大きく乖離している事業所が

あるのかないのか。また、契約水量を超える実

使用量が発生しているケースがあるのか。 

特に気になるのは日本スチール。ＵＳスチー

ルの買収等で揺れ動いてる中で、今後相当契約

水量が減るようなこともあり得るのかなと。そ

うした場合に、早めに契約の見直しとか対応を

しておく必要があるかと思うので、そのあたり

の実態についてお伺いします。 

三好総務課長 まず、契約水量の状況ですけれ

ども、ちょっと今数字が手元にありませんが、

契約水量に比べて、実際の給水量は７割、８割

程度の給水量となっています。 

今数字が確認できましたが、実際の契約水量

に比べて８４％の給水量という状況です。 

それから、もう一点の御質疑で、契約水量を

超えた場合の料金の関係ですが、実際に契約水

量を超える状況もあり、その場合は２倍の料金

をいただく形で対応しています。 

麻生委員 契約水量の実使用量が８４％という

ことですね。妥当な形なのかなと思ってますが、

最近社会情勢が大変変化が厳しいもんですから、

各社株主からの指摘等で、かなり厳しいコスト

カットとか、いろんな指摘が出てくる可能性が

あるので、そういったことについても常に情報

を把握しながら対処できるような形を取ってい

ただくことをお願いしておきたいと思いますし、

是非利益を上げて地域貢献の部分に回していた

だけるように頑張ってほしいと思います。 

森委員長 そのほかに、委員の皆様からありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員で、質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 

これをもって企業局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れ様でした。 

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

〔監査委員、企業局、委員外議員退室〕 

 

森委員長 決算審査報告について、内部協議に

入ります。 

さきほどの企業局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見・要望事項等がありましたら、お願

いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 特にないので、審査報告書案の取り

まとめについては、本日の審査における質疑を

踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

以上で企業局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 

暫時、休憩します。 

午前１０時４４分休憩 

―――――――――― 

午後 １時００分再開 

阿部（長）副委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

 これより、病院局関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。 

 それでは、病院局長及び関係者の説明を求め

ます。 

佐藤病院局長 病院局長の佐藤です。委員の皆

様方におかれては、日頃から病院事業の運営に

ついて御理解、御支援をいただき、お礼を申し

上げます。 

 本日は、病院事業に係る決算について御審査

いただきます。何とぞよろしくお願いします。 
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それでは、決算関係の説明に入らせていただ

きます。 

 資料番号３－１、決算特別委員会資料（病院

局）の４ページをお開きください。 

 令和６年度病院事業の取組状況を記載してい

ます。この主な内容について説明します。 

 当院は、県民医療の基幹病院として、県民の

安心・安全を医療面で支えるべく、継続して良

質な医療を提供する役割を担っています。 

新しい時代に対応した質の高い医療を提供す

るため、令和５年度から令和８年度までの４年

間を対象期間とする第五期中期事業計画を令和

５年３月に策定し、持続可能な病院を目指して

を基本理念に、県民医療の基幹病院としての役

割など五つの柱の下、取組を進めているところ

です。 

 まず、（１）県民医療の基幹病院としての役

割については、高度急性期・急性期医療の機能

を充実させ、断らない受入体制を堅持するとと

もに、回復期における患者の連携医療機関への

転院を促進し、地域との連携の強化を図ってい

ます。 

 次に、（２）県民の求める医療機能の充実に

ついては、県立病院がこれまで取り組んできた

周産期医療、小児医療、がん医療、救急医療、

循環器医療などの高度・専門医療の取組を持続

し、さらに発展させるとともに、ゲノム医療へ

の対応や手術支援ロボットの活用など、先端技

術を活用した新しい高度・専門医療に取り組ん

でいるところです。 

 さらに、精神科救急医療、感染症対策及び災

害医療などの政策医療についても引き続き取り

組んでいます。 

 （３）良質な医療提供体制の確保と患者ニー

ズへの対応については、電子カルテシステムを

はじめとする病院総合情報システムの活用など、

さらなるデジタル化による良質な医療の提供と

病院全体の業務効率化を図っています。 

また、特定行為を行える看護師の養成のほか、

医療秘書や看護助手等を効果的に配置し、ワー

クシェアリングとタスクシフトを進めるなど、

医師及び看護師の働き方改革に取り組んでいま

す。 

 （４）地域医療機関等との医療連携について

は、高度急性期・急性期医療機関として地域の

医療機関から患者を受け入れ、状態の早期安定

化を図るとともに、急性期を脱した患者を地域

の医療機関につなぐための相互連携関係を構築

するため、地域医療機関への訪問強化の取組を

進めています。 

 また、大分市や大分市医師会が中心となって

構築を進めている医療情報ネットワークに参画

するなど、関係機関との連携を進めています。 

 （５）経営基盤の強化については、第五期中

期事業計画の最終年度である令和８年度の収支

均衡を目指すため、令和７年３月に大分県病院

事業経営改善アクションプランを策定しました。 

これに基づき、収益の確保に向けては、地域

の医療機関への訪問強化や、患者１人当たりの

単価の向上等に取り組んでいます。 

 他方、費用の削減に向けても、診療材料や薬

品等の調達時の費用削減や、職員配置の適正化

と働き方改革による人件費の抑制に向けた取組

等を進めています。 

今後とも、県民の安心・安全を医療面で支え

ていくとともに、持続可能な経営基盤の確立に

向けて、一層努めていきます。 

 次に、資料５ページをお開きください。２決

算状況の概要です。 

 令和６年度は、入院、外来とも前年度より患

者数が増加したことに加え、がん化学療法にお

ける高額な薬剤の使用量が増えたことなどによ

り、入院単価が上昇したことから、医業収益は

前年度より増加しました。 

一方、人事委員会勧告による給与費の増、物

価高騰や賃上げの影響による材料費、経費の増

加などで医業費用が収益の伸びを上回って増加

しており、非常に厳しい状況にあります。 

これらに加え、労働基準監督署からの是正勧

告を受け、医師への時間外手当等の追加支給分

４億５，９００万円を計上したことから、最終

損益では１３億１，３００万円の赤字決算とな

りました。 

 以上で、決算状況の概要についての説明を終
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了します。 

 病院の概況及び決算状況の詳細については、

このあと次長兼事務局長から御説明します。 

於久病院局次長兼県立病院事務局長 それでは、

県立病院の組織及び事業概要について、御説明

します。 

タブレットは資料番号３－２、病院の概況（

病院局）をお開きください。紙資料は、薄緑色

の表紙の冊子、病院の概況を御用意ください。 

 タブレットは６ページを開いて左側のページ

を、冊子は３ページをお願いします。 

 ２病院の組織機構について、御説明します。 

 県立病院は、資料一番上の診療科部が循環器

内科部をはじめとする２６科部、その下の中央

診療部門は放射線科部など１１科部、その下の

医療技術部門は薬剤部など５科部、そのほか看

護部、事務局、管理室等、がんセンター、総合

周産期母子医療センター、循環器センター、精

神医療センターで構成されています。 

 次に、タブレットは９ページを開いて右側の

ページを、冊子は６ページをお願いします。 

 ６職員の状況について、本年４月１日現在の

職員数を記載しています。 

 一番上の医師が合計で１９０名のほか、医療

技術職、看護職、事務職員等、表の右下になり

ますが、合計１，１４９名が当院の職員総数で

す。 

 次に、タブレットは１８ページを開いて左側

のページを、冊子は１５ページをお願いします。 

 施設の主なものについて御説明します。 

病院本館については、地下１階、地上１０階建

てで、屋上にはヘリポートを備えています。 

 本館１階及び２階には、各診療科の外来部門

や患者総合支援センター、手術室、救命救急セ

ンターの初療室、周産期センターの外来部門な

どがあります。 

 ４階から９階が病棟で、各階ごとに東西二つ

の病棟を配置しています。 

 タブレットは右側のページを、冊子は１６ペ

ージをお願いします。 

 表の上から２番目の欄にある精神医療センタ

ーは、１階は外来など、２階には病棟を配置し

ています。その三つ下の欄にある三養院は、病

床数６床で県内唯一の感染症専門病棟です。 

 次に、タブレットは３０ページを開いて左側

のページを、冊子は２７ページをお願いします。 

 （１）の本院の許可病床数は、一般病床５０

９床、精神病床３６床、感染症病床１２床の合

計５５７床です。 

一番下の（３）入院患者延数、新入院患者数、

病床利用率、平均在院日数の表を御覧ください。 

表の一番下の行が令和６年度の数値ですが、

一般病床の入院患者延数は１５万９，２８５人、

新入院患者数は１万３，１６０人、一般病床利

用率は８２．０％、一般病床の平均在院日数は

１０．７日となっており、入院については患者

数が前年度より増加している状況です。 

  次に、タブレットは３０ページを開いて右側

のページを、冊子は２８ページをお願いします。 

 ページの中ほどになりますが、（６）外来患

者延数、１日平均診療人数、新規外来患者数の

表を御覧ください。 

 令和６年度の外来患者延数は２０万７，７２

０人、１日平均診療人数は８５４．８人、新患

数は１万８，８７２人となっており、外来につ

いても患者数が前年度より増加しています。 

 以下、タブレットの３５ページ、冊子の３２

ページまで、診療科別外来患者延数や救急患者

延数など、当院の活動実績を記載しています。 

 病院の概況の説明は、以上となります。 

 引き続いて、令和６年度決算について、御説

明します。 

 さきほど、病院局長の説明で使用した資料番

号３－１、決算特別委員会資料の６ページをお

願いします。 

３決算状況報告について御説明します。 

 まず（１）決算報告書（収益的収入及び支出）

についてです。上の表、収入の部ですが、表の

右から３番目、税込決算額欄の上から２行目の

第１項医業収益は１９５億９，１７５万５，８

１０円となっています。その下、第２項医業外

収益は１８億５，４９９万１，６０３円です。

その下、第３項特別利益は３，３００万７，５

３２円です。以上を合計した病院事業収益の決
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算額は一番上の行にあるように２１４億７，９

７５万４，９４５円となっています。 

 次に、下の表の支出の部ですが、右から３番

目、税込決算額欄の上から２行目の第１項医業

費用は２２２億１１７万６，１３８円です。そ

の下、第２項医業外費用は１億８，５１６万２，

００９円です。その下、第３項特別損失は３億

２，９７６万６，１９５円となっています。以

上を合計した病院事業費用の決算額は、一番上

の行、２２７億１，６１０万４，３４２円とな

っています。 

 次に、資料の７ページをお願いします。 

資本的収入及び支出についてです。上の表、

収入の部ですが、右から３番目、税込決算額欄

の上から２行目の第１項企業債は４億円です。

その下、第２項負担金は２億４，２２５万６千

円で、これは企業債の元金償還に対する一般会

計からの繰出金を受け入れたものです。以上を

合計した資本的収入の決算額は、一番上の行に

あるように６億４，２２５万６千円となってい

ます。 

次に、下の表、支出の部ですが、右から３番

目、税込決算額の欄の上から２行目の第１項建

設改良費は８億４，７０４万９，７９７円で、

これは血管撮影装置などの医療機器の購入や設

備の建設工事等に要したものとなっています。

その下、第２項企業債償還金は７億７，７７７

万６，５０３円で、病院の施設整備や医療機器

の購入等のために借り入れた企業債の元金償還

金です。そのほか、他会計からの借入金償還金

１，９５７万円、資産運用として債権を購入し

た投資その他の資産４億円を合わせた資本的支

出の決算額は、一番上の行にあるように２０億

４，４３９万６，３００円となっています。 

 なお、表の欄外に記載していますが、資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額につ

いては、過年度分損益勘定留保資金等で補填し

ています。 

 次に、資料８ページをお願いします。 

（３）損益計算書について御説明します。 

 まず、入院収益、外来収益などの１医業収益

は、右から２番目の列の一番上にあるように１

９５億７，６３９万５，６８５円です。これに

対して、給与費や材料費などの２医業費用は、

その下にあるように２１２億３，０２９万３，

０６３円です。医業収益から医業費用を差し引

いた医業利益は、一番右の列の一番上にあるよ

うに１６億５，３８９万７，３７８円の損失と

なり、物価高騰や賃金上昇による費用の増加の

影響を受け、前年度に続いて赤字を計上してい

ます。 

 次に、一般会計からの繰入金などの３医業外

収益は、右から２番目の列の上から３番目にあ

るように１８億４，５４０万８，８０３円です。 

これに対して、企業債の支払利息などの４医

業外費用は、その下、１２億８１０万６，６８

６円となっており、医業外収益と医業外費用の

差引は、一番右の列の上から２番目にあるよう

に６億３，７３０万２，１１７円の利益を計上

しています。 

 その結果、経常利益は、一番右の列の上から

３番目にあるように１０億１，６５９万５，２

６１円の赤字となっています。 

 これに特別利益と特別損失の差引を加えた当

年度純利益は、一番右の列の下から４番目にあ

るように１３億１，３３５万３，９２４円の損

失となっています。それに前年度繰越利益剰余

金４７億９，２４２万６，２４３円とその他未

処分利益剰余金変動額３億５，５１５万３，６

６２円を加えた当年度未処分利益剰余金は３８

億３，４２２万５，９８１円となっています。 

次に、資料９ページをお願いします。 

（４）剰余金処分計算書（案）について御説

明します。 

一番右の欄、未処分利益剰余金３８億３，４

２２万５，９８１円のうち、その２段下になり

ますが３億６，７３５万５，４５８円を令和７

年度の企業債償還のための減債積立金に積み立

てたいと考えています。 

 なお、資料１０ページは４個人医業未収金の

状況と対策を、資料１１ページは５一般会計負

担金等の状況を、資料１２ページは６損益及び

一般会計繰入額の推移を、資料１３ページには

令和２年度から令和６年度までの比較損益計算
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書を記載しています。 

令和６年度決算の説明は以上です。 

阿部（長）副委員長 次に、決算審査等の結果

について監査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和６年度の大分県病院

事業会計決算に係る審査意見について説明しま

す。 

資料番号４、令和６年度大分県公営企業会計

決算審査意見書の７ページをお開きください。

まず、第１審査の概要ですが、午前中に説明し

た企業局の各事業会計と同様なので、省略させ

ていただきます。 

次に、第２審査の結果ですが、決算書その他

決算関係書類は、審査した限りにおいて、法令

に適合し、かつ正確であることが認められまし

た。 

また、予算の執行、収益・費用及び財産に係

る事務については、おおむね適正に処理されて

いると認められました。 

１１ページをお開きください。 

１審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

す。令和６年度の収支は、純損失が前年度から

さらに拡大し１３億１，３３５万円余りとなり

ました。これは、医業収益及び医業外収益が増

加したものの、医業費用の増加により医業損失

が拡大したこと、加えて、時間外勤務手当等の

追加支給費用として特別損失３億２，９７６万

円余りを計上したことが主な要因です。 

一方、財政状態は流動比率、自己資本構成比

率ともに前年度を下回りましたが、ここ数年の

全国平均を上回っています。 

しかしながら、病院事業は短期・長期の経営

指標が前年度をさらに下回るとともに、赤字が

大きく拡大しており、予断を許さない厳しい状

況が継続しています。 

次に、（２）総合意見についてです。 

令和６年度は、令和５年度決算が１７年ぶり

に赤字となったことから、大分県病院事業経営

改善アクションプランを新たに策定し、第五期

中期事業計画の最終年度である令和８年度まで

に収支を均衡することなどを目指しています。 

経営成績を見ると、患者数がコロナ禍前の水

準に戻りつつあることから、医業収益は前年度

より増加しています。一方で、医業費用につい

ては、職員の増員や人勧等により給与費が、患

者数の増や物価高騰に伴い材料費がそれぞれ大

幅に増加したことなどから、医業損失が前年度

からさらに拡大しています。 

赤字解消に向けては、患者数増加の取組の強

化と医業費用抑制の一層の推進が何よりも重要

です。そのため、診療所等からの紹介患者等の

増加と経営分析をさらに徹底し、利益の確保を

図ることが求められます。あわせて、増え続け

ている給与費への対応も課題です。 

これらの取組を通じ、県民の安全・安心を支

える基幹病院として、早期に収支均衡を図るた

め、最大限努めるよう要請したところでありま

す。 

以上で、病院事業会計決算に係る審査意見に

ついての説明を終わります。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。 

これより質疑に入ります。 

執行部の皆様に申し上げます。答弁は挙手し

私から指名を受けた後、自席で起立の上マイク

を使用し簡潔、明瞭に答弁願います。 

事前通告が３名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

猿渡委員 大変お疲れ様です。 

 審査意見書の経営分析比較表を見ると、さき

ほどから説明があっているように、病床利用率

や医師１人当たりの患者数、診療収入など、ほ

とんどの指標で、昨年度や全国指標より大きく

なっています。 

 病院自体が大変努力いただいて、奮闘いただ

いていることが功を奏していると考えています

が、昨今の物価高騰や人件費、また診療報酬の

問題等で、今後の経営、大変厳しい状況が予想

されますけれども、今後どのように対応してい

くのか、御説明いただきたいと思います。 

渋谷総務経営課長 今後の経営に対する対応に

ついてお答えします。 

 病院は年に一度改正される診療報酬により運

営されていますが、物価高騰や賃金上昇の影響
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を価格転嫁できず、前回の診療報酬改定が十分

でなかったため、全国的に経営環境が大幅に悪

化しています。 

 このような状況の中、当院では中期事業計画

最終年度である令和８年度までの収支均衡を達

成するため、収益の確保と費用の削減の両面に

おいて具体的な取組を定めた経営改善アクショ

ンプランを本年３月に策定しました。 

 これにより、２年間で１３．９億円の収支改

善を目指し、職員一丸となって取組を進めてい

るところです。 

 あわせて、来年度予定されている診療報酬改

定は、病院経営に直結する重要な要素であり、

十分に注視していく必要があります。改定に向

けては、全国知事会や全国自治体病院協議会な

どの関係団体を通じて、上昇する医療コストに

見合った診療報酬となるよう、繰り返し国に要

望してきました。 

 当院においては、改定内容が明らかになり次

第、新たな加算の取得など、さらなる収益の確

保に向けた対策に着手することとしています。

今後も経営改善の取組を着実に実行するととも

に、その効果をしっかり検証し、県民医療の基

幹病院としての使命を果たすことができるよう

経営基盤の強化に努めていきます。 

猿渡委員 私は、常任委員会などでも繰り返し

診療報酬が低く押さえられていることの問題で、

国に対して働きかけを強めていくべきだと何度

も申し上げてきました。 

 約１３億１，３００万円の赤字ということで、

今後のアクションプランの中で努力されていく

という答弁が今あったのですけれども、やはり

我々としても国の診療報酬アップを一層働きか

けていきたいと思いますし、また、いろんな面

での経営努力もいただきながら、地域の医療を

支えていくために御努力いただきたいと、地域

の医療を守っていかなければなりませんので、

大変大事な役割を果たしている県立病院として

努力いただくべく、今後とも私たちとしても一

緒に努力していきたいと思います。 

吉村委員 今の猿渡委員と重なる形になろうか

と思いますけども、少し具体的な部分でお聞か

せていただければと思います。 

 病院事業会計決算書の４ページからになりま

すけども、今話があったように県立病院として

も経営努力を随分とされてきている。でも、現

実的に、医業収益で見れば約１６億５千万円の

損失と出ています。 

 そういう中で、物価高騰、人件費の高騰など

が大きな赤字の要因なのだろうと思いますけど

も、このことによって設備投資への影響等は出

ていないのかが１点目。 

 それから、病院経営の中で、令和６年度から

始まった医師の働き方改革、時間外労働を制約

した、この働き方改革に関わっての影響が出て

いるのか。出ているとすればどのような形で出

ているのかについて。 

 それから３点目については、いわゆる自治体

病院が、民間が採算を見込めない地域医療の確

保だとか、産科、小児科、精神科のような民間

がどちらかといえば敬遠するような領域につい

て、それを担うために存在をしている最後の砦

とも言われていると思います。今回のような赤

字が続く中で、医師の削減などに私自身、手を

付けるべきではないと思いますが、人員につい

て検討されているのかどうかについてお伺いし

ます。 

土師会計管理課長 １点目の御質疑、設備投資

などへの影響についてお答えします。 

 当院では、高度専門医療や急性期医療など、

当院に求められる機能を果たしていくため、医

療機器や施設、設備の整備が重要です。整備に

あたっては、年次計画に沿って医療需要や採算

性、効率性等に留意して優先順位を定め、予算

の範囲内で整備を行っており、今のところ計画

的な整備ができています。 

 今後も企業債や補助金の活用を図りながら、

病院機能を維持するために必要なものを計画的

に整備していけるよう、経営改善に取り組んで

いきます。 

渋谷総務経営課長 働き方改革の影響について

お答えします。 

 令和６年４月から、医師の時間外労働の条件

規制が始まり、当院でも取組を行っているとこ
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ろです。取組にあたっては、現在の診療機能や

医療の質を維持することを前提に、病院全体で

業務の効率化やタスクシフトを進めるなどして

おり、現状では病院運営への影響は出ていませ

ん。 

 続いて、人員削減の検討状況についてお答え

します。 

 委員御指摘のとおり、県立病院は県民医療の

最後の砦として、高度医療や政策医療など、民

間医療機関では採算性の関係で対応が難しい医

療になっており、経営の効率化のみを理由に人

員体制の縮小などを検討すべきではないと考え

ています。 

 当院では、これまでも医療の質と経営改善の

両面から人員体制を慎重に検討し、可能な限り

効率的な病院運営に取り組んできたところであ

り、現在の診療機能と医療の質を確保したまま

職員数を削減することは難しいと考えています。 

 しかしながら、経営基盤の強化に向けては、

増加する総人件費を抑制することは極めて重要

と考えています。そこで、現在は職員が手作業

で行っている各種事務処理をロボット化するな

ど、業務の見直しや効率化を進めることにより、

時間外労働の縮減に取り組んでいきます。 

吉村委員 ありがとうございました。 

 先日ある雑誌を読んだときに、最近の若い世

代の医師が急性期医療又は公的機関をなかなか

選ばないという話が少し載っていました。 

 それは、ひょっとしたら一面的なものかもし

れませんし、いろんな要因があるのだろうと思

いますけども、やはりその中で、働き方という

部分で言えば、いかに働く意欲を向上させるか、

モチベーションの問題もあろうと思うのですね。

そういうときに、先端医療や機器、設備に魅力

を感じて、是非そこで働きたいという医師が多

くいるんだろうと思うのですね。 

 そういう意味では、さきほど質疑したように、

施設、設備、機器等が、経費の削減と安易にな

らないようにと危惧するところで、少し発言を

させてもらいました。 

 ただ一方、自治体病院であるけれども、赤字

を減らす努力はしていかなければならない。そ

の中で、これまで医師の長時間労働によって支

えられてきたことは確かだと思うのですね。そ

れは断らないという医師の覚悟という部分もあ

った、それは本当に非常に僕らから見れば、尊

敬に値する、非常に立派だなと思うのだけれど

も、だからこそ、逆に今度は医師の命と健康に

ついて、きちっとしていかなければならないと

思うんです。 

 こういう経営状況ですけども、安定した医師

の確保、安心して働ける環境、そして研究でき

る環境の整備を、是非今後とも努めていただけ

ればと思います。 

佐藤委員 お疲れ様です。 

 私の通告については前のお二人と一緒で、今

の答弁、それから御質疑によって、大方分かっ

たのですけど、一つだけ教えてください。 

 アクションプランの中で、今現在、取組は進

んでいると思うのですけれども、現時点におい

て、効果の上がっているものをいくつか紹介し

ていただければと思います。 

渋谷総務経営課長 現在、アクションプランを

策定して、収益の確保、費用の削減等に向けて

取り組んでいます。 

 収益の確保に向けては、一つは患者数を増や

したいところであり、さきほども説明しました

けども、当院は紹介患者が主であるので、各医

療機関を重点的に訪問しています。 

 昨年は、年間８０件ほどだったのですけれど

も、目標を１００件として、現在で１００件を

超えたところなので、今後も重点的に取り組ん

でいきたいと思います。 

 そういった中で、これから患者数も何とか増

やしていきたいところで、実際、収益も増えて

いる段階です。 

 費用の削減については、今手さぐりの面もあ

るのですけども、何とか給与費については、さ

きほど申したとおり、時間外の縮減については

勤怠管理システム等も含め、各診療科部長等に

も随時、時間外の状況等を共有しながら、多い

医師については必ず面談をしています。月に１

００時間を超える医師については、毎月面談を

して超勤縮減も取り組んでいるので、ある程度
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効果も出てきているといったところです。 

阿部（長）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が２名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

堤委員外議員 まず１点、マイナ保険証につい

て。昨年の１２月２日以降、国民健康保険と後

期高齢者医療制度は、暫定的に来年３月までは

通常医療区分で受診ができるけども、従来の健

康保険証の利用を停止する方針となっています。 

 保険証の廃止以降、医療機関の窓口で利用者

の保険情報を確認する証明書は、期限切れ保険

証の暫定的な運用も含めると、少なくとも９種

類あるわけですね。そういう点で非常に現場と

しても混乱する。現状、全国的にそういう事例

が出ています。 

 一つ目は、県立病院ではマイナ保険証の利用

率はいくらなのか。また、ミス等で１０割徴収

したのがあるのかどうかが１点。 

 二つ目が、現場の医療機関の声としても、紙

の方が事務効率がよいとか、マイナ保険証を持

ってくる方は少ないとか、紙に戻してほしいな

どという声を聞くけども、県立病院としてマイ

ナ保険証について、利便性向上につながってい

ると考えているのかどうかということ。 

 さっきの答弁を聞き、一つだけ追加で聞きま

す。経営改善のアクションプランの問題です。

この中で人件費の抑制という文言があるんだけ

ども、人件費というのは給料ですから、それも

医者や看護師とかいろんなスタッフの給料。そ

れをどのように抑制をするのか。残業を縮減す

るのも一つの抑制策でしょうし、そこら辺の具

体的な抑制。心配するのは、非正規雇用にそれ

が転換されるのではないかを、我々は非常に危

惧をするのですね。 

 そういう問題がないのかと、アクションプラ

ンは来年度、令和８年度で終わりますよね。そ

うすると、それ以降、令和５年度から令和８年

度の期間を通じて、アクションプランがどのよ

うに方向性を出したかという結論に基づきなが

ら、次年度どうするかを検討するんでしょうけ

ども、その検討の中身について、具体的にどの

ように今考えているのかを聞きます。 

阿南医事・相談課長 私からは、マイナ保険証

についてお答えします。 

 当院では、令和３年１０月からマイナ保険証

の利用を開始したところですが、昨年７月時点

で約７％だった利用率は、本年７月の実績では

約４１％となっており、今後も増加が見込まれ

ているところです。 

 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証

については、７月末から順次有効期限が到来し

たところですが、多くの方はマイナ保険証や資

格確認証、それから資格情報の知らせなどを御

持参いただいており、保険情報の確認ができて

いる状況です。 

 また、有効期限切れの保険証を持参された場

合については、オンライン資格確認システムを

参照するなどで確認しており、１０割で請求し

た例は今のところありません。 

 次に、マイナ保険証は利便性向上につながっ

ているかについてですが、導入から４年近くが

経過し、職員も患者側もマイナ保険証の利用に

慣れてきたこともあり、現在大きな混乱は生じ

ていません。マイナ保険証の利用により、保険

情報の入力が省力化できる上、入力ミスを防ぐ

ことができ、確認作業の効率化につながってい

るものと考えています。 

渋谷総務経営課長 まず１点目、給与費の関係

でお答えします。給与費の抑制はなかなか大変

難しい問題だと考えています。当院については、

さきほども申したとおり、必要な医療を当然提

供していかなくてはいけない。そのために必要

な人員を配置すると考えれば、これまでも十分

そういった視点の下に適正な配置を取りました。

加えて、診療報酬が当院の病院運営の中での重

要な収入源であり、法定価格という背景はある

のですけれども、そういった中で運営していま

す。 

 そうしますと、やはり診療報酬の中身を見な

がら、加算等も含めて、それに見合う人員を配

置しなければ運営は大変厳しくなります。 
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 当院としては、これまでも十分そういったも

のを精査しながら、適正に人員配置をしている

と考えています。今後、常に適正な配置を考え

ていくのは当然なのですけども、現時点では時

間外の縮減を第一に考えたいと考えています。

当然、働き方改革で働きやすい環境等が人員確

保にもつながってくるので、まずは時間外の適

正な対応をまずやっていきたいと思っています。 

 続いて、アクションプランになりますけども、

現行の中期事業計画が来年度で終わり、次期中

期事業計画が令和９年度からになります。アク

ションプランもその時点で策定し直すと考えて

いるので、現在進行している中期事業計画、そ

してアクションプランの中身を精査・分析しな

がら、病院経営にとって今後必要な取組を来年

度にもう一度検証しながら、次回の計画策定を

考慮していきたいと考えています。 

堤委員外議員 マイナ保険証について、スマホ

保険証がいよいよ始まりましたね。それで、ま

た別のカードリーダーを作らないといかんとい

うことで、利用率そんなに大きくないんだけど

も、県立病院としてそこら辺の対策はどうして

いるのか。 

あわせて、マイナ保険証の利用率は４１％だ

ったら高くない。全国平均よりか少し高いくら

いなものでね。だから、そういう点でなかなか

利便性はよくないのは現実。私もマイナ保険証

を持ってないんだけども、資格証明書が一枚あ

ればいけるわけですよね。これは県立病院に言

ってもしょうがないんだけども、そういう利便

性が本当にあるというか、両方あることは、是

非認識していただきたいと。 

スマホ保険証の答弁をよろしく。 

阿南医事・相談課長 スマホ保険証については、

御案内のとおり９月１９日から全国で運用を開

始したところです。当院では、現在、スマホ用

のカードリーダーの購入など準備を進めており、

１０月中の準備ができ次第、導入を開始したい

と考えています。 

 我々としては、患者の利便性の向上を一番に

考えて、スマホ保険証も含め、マイナ保険証の

受付がスムーズに進むよう、利用状況等も注視

しながら、患者の利便性向上に向けて、引き続

き必要な対策を講じていきたいと考えています。 

堤委員外議員 スマホ保険証のカードリーダー、

以前、国からの助成金とかいろいろあったんだ

けども、そういうのが今回あるのかが一つと、

それと、当然、今度はカードリーダーが二つに

なるわけでしょう。窓口がちょっと大変になる

んじゃないかと思うんやね。スマホ用、普通の

カード用、そして紙用と。事務の人は本当に大

変と思うのやけども、体制的にはどうですか。 

阿南医事・相談課長 まず助成金の話ですけど

も、病院については、３台分の２分の１補助が

あるので、それを活用したいと考えています。 

 それから、現場対応のちょっと細かい話にな

るのですけども、現在あるマイナンバーカード

のカードリーダーの横に、スマホ用のカードリ

ーダーを並べて置く形で、今ある顔認証式のカ

ードリーダーの中で、画面でスマホ認証用を選

んで進んでいく形になります。あとは、案内ど

おり、案内が出たらスマホを置いて認証するこ

とになるので、最初は私も不安だったんですけ

ども、余り手のかからないような仕組みにはな

っているようです。 

守永委員外議員 １点お尋ねしますけども、病

院事業会計決算書の６ページに、県立病院の定

数について触れられています。新型コロナの感

染症対策として、以前、３８人の増員を行って

います。平常時にその増員した人員を日常業務

の中に配置するようにして、有事に体制を速や

かに組み替えるというふうにすべきであろうと

考えているのですけれども、今、平常時に非常

時への態勢に切り替える訓練なり、議論をどの

ように行っているのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

渋谷総務経営課長 新たな感染症の発生に伴う

態勢についてお答えします。 

 感染症が拡大する状況において、感染症医療

と通常の一般医療の両立を図ることは極めて重

要と考えています。コロナ禍に一般病棟を縮小、

閉鎖して、人員を割かざるを得なかった経験を

踏まえて、新たな感染症が発生した場合におい

ても、通常の一般医療を維持できる体制を確保
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するため、令和５年１月の条例改正により、職

員定数を３８名増やし、現在までに２１名、看

護師１９名、臨床工学技士２名を増員していま

す。残りの看護師１６名については、現在の厳

しい経営状況を踏まえ、採用を留保していると

ころです。 

 増員した職員については、増収効果が見込ま

れる救命救急センターや手術室に重点的に配置

し、経営改善につなげられるよう工夫していま

す。感染症への備えとしては、突発的な感染症

に対応できるよう、初期対応する医師、看護師

を常時決めておくなど、病院全体で迅速に移行

できる体制を構築しています。 

 また、毎月開催の感染防止対策委員会におい

て、院内の情報共有を図るとともに、一類感染

症を想定した防護服の着脱訓練や、福岡検疫所

と協力して海外からの感染者発生を想定した患

者搬送訓練を実施するなど、専門性を高めるた

めの取組も行っているところです。 

守永委員外議員 平常時にどのように配置する

かというのは、さきほども人件費の削減とかそ

ういった話もありましたけども、増員の分がそ

れと拮抗する部分もあるので、いろんな工夫が

必要だろうと思っていますが、いざというとき

に速やかに人を配置するために、それがいない

ということでも大変ですし、コロナ禍で緊急配

置をしたときに、あちらこちらの部門を削りな

がら集めてきたという状況も踏まえれば、どう

いうところが大変だったというのを常に意識し

ながら取組をお願いしたいと思います。 

 ただ、さきほどよそからの搬送訓練もされて

いるという話だったのですけども、実際に実動

的な訓練をされているのでしょうか。 

渋谷総務経営課長 お答えします。 

 実際に搬送訓練をしています。福岡検疫所は、

基本的に海外からの荷物とかを県内でも佐賀関

といったところに搬入します。そこで感染者が

発生したときに、乗組員などを当院の三養院と

いう隔離病棟に搬送することを想定し、実際に

搬送する訓練をしているところです。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

中野委員外議員 委員外議員で事前通告もして

いませんが、２点質疑させていただきたいと思

います。 

 １点目が、資料番号３－１、４ページの１令

和６年度病院事業の取組状況についての（５）

で、経営基盤の強化についての記述があります。

昨年の資料には、第五期中期事業計画における

稼動目標での八つの指標の目標値、実績値、達

成率が示され、病院局長からの説明があったと

記憶しています。今年の資料には、その分の記

載はありませんでしたが、数値そのものについ

ては、監査委員の令和６年度公営企業会計決算

審査意見書に示されているのを確認しています。

令和６年度の各指標に対する評価、分析等、御

説明いただけることがありましたら、お願いし

ます。 

 ２点目ですが、資料番号３－１、５ページの

２決算状況の概要についての右の欄に、各科目

の主な増減理由（対前年）が示されています。

医業費用のうち給与費の増が８億４千万円で、

これは昨年度、福祉保健生活環境委員会で説明

を受け、また冒頭、病院局長からも説明のあっ

た医師への時間外手当と追加支給分４億５，９

００万円を含むとの記載があります。 

 本年３月の第１回定例会の補正予算議案の審

査では、令和６年度分、現年度分を医業費用に、

令和５年度以前分、過年度分を特別損失に計上

するという説明があり、４億５，２００万円の

補正予算を議決しました。特別損失については、

さきほど代表監査委員からも説明があったかと

思いますけども、最終的な決算額がどうなった

かについてお知らせいただきたいと思います。 

渋谷総務経営課長 まず、アクションプラン実

行の評価です。 

 おっしゃるとおり、令和６年度公営企業会計

決算審査意見書の１５ページに達成状況があり

ます。項目のうち三つは目標達成していますけ

ども、やはり入院患者数や入院診療単価、病床

利用率がまだまだ達成されていないところです。

やはり、一番厳しいのは入院患者数です。収益

が一番大きいところなので、そこは何とか達成

したい思いはあります。さきほど申したとおり、
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地域の医療機関を重点的に訪問しながら、何と

か新規患者など、患者数を増やしていきたいの

で、今回、取組を強化しているところです。 

 診療単価については、どうしても診療報酬等

の背景があるので、なかなか思うようにコント

ロールできないですけども、加算等があるので、

そこの加算も重点的に算定できるような取組も

今現在行っているところです。現在の評価とし

てはそういったところです。 

 もう１点、決算のお話です。最終的に時間外

の追加支給の分がなければ、８億５千万円の赤

字です。今後、この赤字については、今年度は

どうしてもその赤字解消は難しい面があります。

しかしながら、来年度については収支均衡を目

指しているので、引き続き対応していきたいと

考えています。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員からほかに質疑は

ありませんか。 

今吉委員 県立病院は令和６年度も赤字ですけ

れど、令和５年度から赤字なのですよね。そこ

はどうでしょうか。 

渋谷総務経営課長 おっしゃるとおり令和５年

度からの赤字となっています。 

今吉委員 赤字になって、病院としては働き方

改革とか、改善はしたのでしょうけど、入院の

収益も令和６年度は令和５年度よりだいぶ増え

ている。それでもまだ赤字の幅が広がったのは、

診療報酬も含めて、医療制度全体を見直さない

と、多分変わらないと思うのですよ。 

 今、全国的に６割７割の病院は赤字ですから。

県立病院だけじゃなくて、医療体制全体を、国

の方に見直すことを言わないといけないかなと

思うのですけど。だから、県立病院だけで改革

するとかいうレベルじゃないんだと思いますけ

ど、そこは肝に銘じてしたらいいと思いますけ

ど。 

佐藤病院局長 お答えしますという、これは発

言ではありませんが、今、委員おっしゃったこ

とに、私どもも正直尽きるのかなと思います。 

 一つ、この県立病院あるいは公立病院、自治

体病院の宿命として、医療行為の中がほとんど

保険診療で賄うべき医療行為、しかも、それに

高度先進医療、政策医療的なものを全て含んで

いると。 

 これは民間病院とは決定的に違っていて、民

間病院は、例えば赤字を出したということであ

れば、その赤字診療科を閉じる、あるいは縮小

する、もっと言うと自費診療のサービス的な医

療行為を新たに始めて収益を上げるという、代

替案が立案できますけども、公立病院は診療報

酬で決められた、そして、県民・市民のために

必要な診療科は開設し続けておかなければなら

ないという、まずその足かせがあります。 

 そこに診療報酬改定で十分な手当てがこない

と、今、委員がおっしゃったように全国的な問

題になると。 

 それに対して、だからしょうがないよねと私

は申し上げているわけではなくて、数名の委員

からも本当に温かいお言葉も交えて御指摘いた

だいたように、我々は何ができるのかというと、

院内でできることは、日本の医療体制の変換は

もちろん我々の手の届くところとはまた別のと

ころで是非主張していただきたいのですけど、

院内で何ができるかと申しますと、今、委員が

おっしゃった、院内の医療体制の再編というこ

とを考えるべき、それが効率の向上化につなが

るということを、今私どもは目指しています。 

 具体的に言うと、さきほどから時間外手当の

削減と申していますけども、よく我々も、特に

医師が考えるべきことは、患者が来るかもしれ

ないから、夜、念のためにいるということが、

今までやはりよかれと思って是認されていた世

の中ではあったこともあると思います。ですか

ら、医師もやはり労働者の１人として、必要が

あるときには勤務するが、それ以外は自分の時

間をつくって。逆に言うと、そういうときに時

間外手当をつけてはならないとか、自身が必要

であるときには病院にいるべきであるが、代替

の医師が務まるような業務を時間外にやらねば

ならないときは、チーム医療として、それを他
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の医師に一任して効率的に運営する、これは手

術でも処置でも急患の診察でも同じようなスタ

ンスというのを、医師側が認識していなかった

というところも、このコロナ禍を通じて、ある

いはこの赤字という場面に直面して、我々も感

じているところです。 

 今、そこにメスを入れています。これはチー

ム医療という言葉で全部含まれる言葉なので、

細々したことは、もっと何時から何時まで、こ

の科のドクターがという分析をしながら、そこ

にいなければならない理由があるのか、医師だ

から一応いましたということがまかり通ってい

た分野でもあるなと、自己反省もあって、そう

いう分野にメスを入れるのが、今私と宇都宮病

院長が一番力を入れているところです。 

 タスクシフトとチーム医療、この辺は、やは

り時間外手当の削減という実益にも通じるし、

医師の働き方、時間調整にも直結するというと

ころで、数年かけてそれを定着させねばならな

いと考えて、今動いていると御理解いただけれ

ばと思います。 

阿部（長）副委員長 ほかに質疑等はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ほかにないので、これで

質疑を終了します。 

 これをもって病院局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ださい。 

 

〔監査委員、病院局、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより決算審査報告に

ついて内部協議に入ります。 

 さきほどの病院局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見や要望事項等があればお願いします。 

猿渡委員 今複数の委員、議員から発言があっ

たかと思いますけれども、診療報酬が低く抑え

られている問題が全国的な問題として大変大き

いと思うので、診療報酬引上げを是非、国に求

めるべく、その点を是非まとめの中に入れてい

ただければと思います。 

阿部（長）副委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ただいま、委員からいた

だいた御意見、御要望及び本日の審査における

質疑を踏まえ、審査報告書案として取りまとめ

たいと思います。 

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

以上で病院局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 

ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 

〔監査委員、会計管理者、委員外議員入室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、一般会計及び

特別会計の決算審査を行います。 

まず、決算の概要について、会計管理者の説

明を求めます。説明は要点を簡潔・明瞭にお願

いします。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 本日から令和

６年度の一般会計及び特別会計の決算について

審査を行っていますが、これに先立ち全体の内

容について御説明します。 

それでは、タブレットの資料５番、大分県歳

入歳出決算概要（資料１）を御覧ください。タ

ブレットの画面右下に青い通知ボタンが出まし

たらタッチをお願いします。 

資料の３ページ、令和６年度大分県歳入歳出

決算総括表を御覧ください。 

まず、一般会計について御説明します。決算

額は左から３列目の歳入総額（Ａ）が７，３７

２億８，３３６万４１９円、その右の歳出総額

（Ｂ）が７，０２４億７，３５７万１，５１１

円となっています。この歳入総額から歳出総額

を差し引いたものは、その右の歳入歳出差引額
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（Ｃ）の３４８億９７８万８，９０８円で、こ

れが形式収支額となります。この中には、翌年

度へ繰越した事業の財源が含まれているので、

その二つ右の繰越財源額（Ｄ）２５７億３，１

９８万８，５４４円を控除したものが、一番右

の実質収支額（Ｃ）－（Ｄ）９０億７，７８０

万３６４円となります。 

資料の１０ページ、一般会計決算状況の推移

を御覧ください。左側①のグラフは、令和２年

度から令和６年度までの５年間の一般会計の決

算額の推移を表したもので、白抜きが歳入、網

掛けが歳出となっています。なお、単位は１０

０万円です。 

このグラフの一番右側が、令和６年度の決算

額で、さきほど御説明したとおり歳入決算額は

７，３７２億８，３００万円で、その上の点線

の枠囲みの左側にあるように、前年度に比べて

１８９億９千万円、率にして２．５％の減とな

っています。 

歳出決算額は７，０２４億７，４００万円で、

その上の点線の枠囲みにあるように、前年度に

比べ２１２億４千万円、率にして２．９％の減

となっています。 

また、歳入決算額から歳出決算額を差し引い

た形式収支額は、吹き出しに記載のとおり３４

８億９００万円となっています。 

次に右側、②のグラフは、形式収支額と令和

６年度への繰越財源額の推移を表したもので、

白抜きが形式収支額、網掛けが翌年度への繰越

財源額です。この差が、当該年度に属すべき収

入と支出の実質的な差額を表す実質収支額とな

ります。令和６年度の実質収支額は、吹き出し

にあるとおり９０億７，７００万円の黒字とな

っています。 

ページ戻って３ページ、令和６年度大分県歳

入歳出決算総括表を御覧ください。特別会計に

ついて御説明します。上から３行目が、１０あ

る特別会計の合計です。 

決算額は、左から３列目の歳入総額（Ａ）が

２，５６４億３，７５４万８，５０６円、その

右の歳出総額（Ｂ）が２，５１２億４，７４９

万１６０円となっています。歳入総額から歳出

総額を差し引いた形式収支額は、その右の歳入

歳出差引額（Ｃ）５１億９，００５万８，３４

６円となります。この中には、翌年度へ繰り越

した事業の財源が含まれているので、その二つ

右の繰越財源額（Ｄ）７億５，６００万円を控

除したものが一番右の実質収支額（Ｃ）－（Ｄ）

の４４億３，４０５万８，３４６円となります。 

次に資料の４ページ、令和６年度一般会計歳

入決算額調を御覧ください。この表は、歳入に

おける県税から県債までの１５の款ごとの内訳

を表したものです。 

左から３列目の調定額（Ｂ）は収入すること

を決定した額で、一番下の合計が７，３８７億

５，７４３万７，２１７円となっています。こ

の調定額に対して、その右の収入済額（Ｃ）が

決算額で、その合計は７，３７２億８，３３６

万４１９円となっており、調定額に対する収入

済額の割合、収入率は右から５列目の一番下９

９．８％となっています。 

次に、収入済額のうち、前年度と比較して増

減の大きなものを御説明します。 

右から３列目の対前年度比較を御覧ください。

二段書きの下の欄となります。まず、上から６

行目の地方交付税が２８億４，４１０万１千円

の増となっています。これは国税収入の増加等

によるものです。 

次に、下から８行目の国庫支出金が１８９億

９，８０８万４，３６０円の減となっています。

また、下から３行目の諸収入が１０１億３，３

９４万９，４８４円の減となっています。国庫

支出金については、新型コロナウイルス感染症

関連経費の大幅な減少によるものです。また、

諸収入については、中小企業制度資金の新型コ

ロナ関連資金融資残高の減少に伴う、貸付金元

利収入の減少などによるものです。 

次に、表の中央、不納欠損額（Ｄ）の一番下、

合計は１億８，１０９万７，０９６円となって

います。主なものは上から２行目の県税１億３，

７８４万２，４９９円で、時効の完成などによ

るものです。 

また、この欠損額の右隣、収入未済額の一番

下の合計が１３億３３万７５３円となっていま
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す。主なものは、上から２行目の県税７億１，

５２８万８，９０５円で、個人県民税の滞納な

どによるものです。なお、県税については、税

収総額は約１，４６０億円となり、過去最高と

なった令和５年度に次ぐ決算額となりました。 

次に資料の５ページ、令和６年度一般会計歳

出決算額調を御覧ください。この表は、歳出に

おける議会費から予備費までの１４の款ごとの

内訳を表したものです。 

左から３列目の支出済額（Ｂ）が決算額で、

一番下の合計は７，０２４億７，３５７万１，

５１１円となっています。 

次に、支出済額のうち、前年度と比較して増

減の大きなものを御説明します。右から２列目

の対前年度比較を御覧ください。二段書きの下

の欄となります。 

まず、下から６行目、教育費が８６億４，９

０９万５，０２２円の増となっています。これ

は定年退職者数の増加に伴う退職金支給額の増

加等によるものです。上から３行目の総務費が

６１億７，５６０万２，２８４円の減となって

います。また、その五つ下の商工費が１８０億

５，９０１万６，９３０円の減となっています。

総務費については、ホーバークラフト発着場の

ターミナル建設工事完了に伴う関連経費等が減

少したことなどによるものです。また、商工費

については、中小企業制度資金の新型コロナ関

連資金、融資残高の減少に伴い、貸付原資預託

が減少したことなどによるものです。 

次に、表の中央の翌年度繰越額（Ｃ）ですが、

繰越明許費の一番下の合計８５９億８０３万８，

７２０円、その右の事故繰越しの合計は５１億

１，６５９万４７６円となっています。主なも

のは、農林水産業費、土木費、災害復旧費など

で、国の補正予算の受入れなどによるもので 

す。 

また、翌年度繰越額の右隣ですが、不用額の

一番下の合計は１３９億２，９８３万３，２９

３円となっています。主なものは、下から５行

目の災害復旧費、その一つ上の教育費などで、

事業費の所要額が見込みを下回ったことなどに

よるものです。 

続いて、特別会計の決算について御説明しま

す。資料６ページ、令和６年度特別会計歳入決

算額調を御覧ください。 

この表は、１０ある特別会計ごとの歳入決算

額を表したものです。左から３列目の調定額（

Ｂ）は収入することを決定した額で、一番下の

合計は２，５７４億４，９３４万５，５７５円

です。この調定額に対して、その右の収入済額

（Ｃ）が決算額で、その合計は２，５６４億３，

７５４万８，５０６円となっており、調定額に

対する収入済額の割合、収入率は右から３列目

の一番下９９．６１％となっています。 

次に、表の中央の不納欠損額（Ｄ）の一番下

の合計ですが２１３万８，７４６円となってい

ます。主なものは、母子父子寡婦福祉資金の１

９７万５，７６６円で、権利の放棄などによる

ものです。 

また不納欠損額の右隣、収入未済額について

は、一番下の合計が１０億９６５万８，３２３

円となっています。主なものは、中小企業設備

導入資金特別会計の８億９，８７５万１，５０

４円で、貸付金元利金の償還未済です。 

次に、資料７ページ、令和６年度特別会計歳

出決算額調を御覧ください。この表は、１０あ

る特別会計ごとの歳出決算額を表したものです。

左から３列目の支出済額（Ｂ）が特別会計の決

算額で、一番下の合計は２，５１２億４，７４

９万１６０円となっています。 

次に、表の中央、翌年度繰越額（Ｃ）ですが、

繰越明許費のみです。下から２行目、港湾施設

整備事業特別会計の９億４００万円には、関係

者等との調整、協議に日数を要したものです。 

また、翌年度繰越額の右隣、不用額の一番下

の合計が４５億６，２７９万８４０円となって

います。主なものは、国民健康保険事業特別会

計の３６億９，３８６万６，７０４円で、保険

給付費交付金が見込みを下回ったことによるも

のです。 

以上が特別会計です。 

続いて、資料８ページ、令和６年度一般会計

歳入財源別分類表を御覧ください。この表は、

歳入決算額を自主財源と依存財源に分類したも
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のです。 

６年度決算額（Ａ）のうち、自主財源は、表

の中ほどの小計欄にあるように３，３７１億８，

１４８万２千円、その右の構成比は４５．７４

％で、二つ右隣の５年度の４５．７％から上昇

しています。 

依存財源は、表の下の小計欄にあるように、

４，００１億１８７万８千円、その右の構成比

が５４．２６％で、二つ右隣の５年度の５４．

３％から低下しています。 

次に、資料の９ページ、令和６年度一般会計

歳出性質別分類表を御覧ください。この表は、

歳出決算額の性質を義務的経費、投資的経費、

その他の三つに区分したものです。 

６年度決算額（Ａ）ですが、１義務的経費は

２，４６４億３，８８４万８千円で、５年度の

決算と比較すると、右から２列目の増減額は１

０６億７，６６２万円、率にして４．５３％の

増となっています。これは人件費などの増加に

よるものです。 

次に、２投資的経費は１，５１４億２，１６

３万９千円で、前年度より９７億９，９９０万

３千円、率にして６．０８％の減となっていま

す。これは、普通建設事業費の減少によるもの

です。 

次に、３その他は３，０４６億１，３０８万

５千円で、前年度より２２１億１，６９０万円、

率にして６．７７％の減となっています。これ

は物件費などの減少によるものです。 

以上で令和６年度一般会計及び特別会計の予

算概要の説明を終わります。詳細については、

各担当部署から説明します。御審査のほど、よ

ろしくお願いします。 

阿部（長）副委員長 次に、決算審査等の結果

について、監査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和６年度の大分県歳入

歳出決算等に係る審査意見について説明します。 

資料番号１５の３ページをお開きください。 

この意見書は、地方自治法第２３３条第２項

など関係法令の規定に基づき、本年７月３１日

に知事から監査委員の審査に付された令和６年

度大分県歳入歳出決算、基金運用状況、健全化

判断比率及び書類並びに資金不足比率及び書類

について審査を行い、その結果を８月８日に知

事に提出したものです。 

９ページをお開きください。 

最初に、大分県歳入歳出決算審査意見書につ

いて御説明します。 

第１章審査の概要、第１審査の基準ですが、

審査は、大分県監査委員監査基準に準拠して実

施しました。以下、いずれの審査も同様です。 

次に、第２審査の対象ですが、大分県一般会

計及び大分県公債管理特別会計など１０の特別

会計です。 

次に、第３審査の方法等ですが、決算の計数

は正確であるか、予算は議決の趣旨に沿って適

正かつ効率的に執行されているかなど、記載の

４点を主眼として、関係証書類との照合等を行

うとともに、定期監査や例月出納検査等の結果

を踏まえて慎重に審査を実施しました。 

第２章の第１審査の結果ですが、審査した限

りにおいて、一般会計及び特別会計の歳入歳出

決算額は、関係証書類等と合致し、正確である

と認められました。 

予算の執行等については、議決の趣旨及び関

係法規等に従い、おおむね適正に処理されてい

ると認められました。 

１０ページをお開きください。 

次に、第２決算の状況ですが、さきほど会計

管理者から説明があったので省略します。 

１２ページをお開きください。 

第３章審査意見ですが、一般会計、特別会計

ともに、実質収支は黒字となりました。財政の

健全性を示す各指標のうち、財政構造の弾力性

を示す経常収支比率は、県税収入や地方交付税

の増などにより経常収入が増加したものの、人

件費の増や国土強靱化対策の推進等による公債

費の増などにより経常経費も増加したため９２．

３％と前年度から０．２ポイント増加しました。 

また、一般会計等が将来負担すべき負債等の

割合を示す将来負担比率は、県税等の増加に加

え、交付税措置のない県債の発行抑制などによ

り、前年度から２．７ポイント改善し１６１．

９％となりました。 
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財政調整用基金の残高は、地方消費税清算金

を含む県税収入の増等により、行財政改革推進

計画の目標を上回る約３３１億円を確保してい

ます。 

県債残高は、臨時財政対策債の償還が進んだ

こと等により、前年度から約８０億円減少して、

約１兆５１７億円となりました。実質的な残高

は約３０億円増加の約６，１５３億円となった

ものの、目標額の６，５００億円は大幅に下回

ったところです。 

今後とも、人口減少や公共施設等の老朽化へ

の対策、社会保障関係経費など、行政需要の増

大が予想されます。加えて、金利のある世界に

踏み出した今、今後の公債費の増嵩にも留意が

必要です。 

ついては、次の五つの事項に十分留意し、限

られた財源の中で、効率的かつ効果的な行財政

運営が行われるよう、期待するところです。 

まず、第１点目は、行財政改革の推進につい

てです。 

今後の県財政は、防災・減災、国土強靱化の

推進に加え、高齢化等に伴う社会保障関係経費

の増加はもとより、人件費や公債費などの義務

的経費の増大が見込まれます。さらに、県有建

築物や公共インフラ施設の老朽化が年々進んで

おり、更新や維持管理に多額の費用が必要とな

ります。 

このため、財源確保の強化、事業の選択と集

中、スクラップアンドビルドを徹底するなど、

今後とも弛むことなく行財政改革に取り組むよ

う要請しました。 

第２点目は、ＤＸの推進についてです。 

本県では、大分県ＤＸ推進戦略のもと、これ

まで行政手続の電子化やキャッシュレス納付の

利用促進など、県民サービスのデジタル化・オ

ンライン化を進めており、ＡＩや衛星データを

活用した災害情報の収集や分析の強化、ＩＣＴ

を活用した遠隔教育などに取り組んでいます。 

今後ともＤＸの推進により、行政の高度化、

業務の効率化につなげることが肝要です。 

１３ページをお開きください。第３点目は、

収入未済額の縮減等についてです。 

一般会計及び特別会計の収入未済額は、合計

２３億９９８万円余りで、前年度に比べ９，４

７５万円余り減少しています。このうち一般会

計については、県税の徴収強化に努めてきたこ

と等により、前年度に比べ９，１７８万円余り

減少しています。また、特別会計も前年度に比

べ２９６万円余り減少しています。 

引き続き、公平な負担と自主財源確保の観点

から、安易に不納欠損処理を行うことなく、回

収が困難な未収金の外部委託や包括外部監査で

提言された専門部署での一元管理についても検

討するなど、収入未済額の縮減と新たな発生防

止に努めるよう要請しました。 

 第４点目は、財務事務の執行についてです。 

定期監査等において、一部に留意又は改善を

要するものが見受けられたものの、おおむね適

切な処理が行われていました。是正改善の必要

性が認められた事例の多くは、個々の職員の担

当業務に係る法令や会計事務等の知識、公の財

産を管理しているという認識の不足に加え、そ

れをフォローすべき組織としての内部統制が十

分に機能してこなかったことが要因と考えられ

ます。 

このため、所属長や班総括等によるチェック

体制を確立すること、さらに、部局や事業主管

課等が発生したリスクの状況を把握し、広く情

報共有するとともに、異動時などにしっかりと

継承することにより、契約事務や財産管理の様

々なリスクの芽を早期に摘み取るとともに、経

済性、効率性等の観点から事業執行に努めるこ

とが求められます。 

 第５点目は、内部統制の徹底についてです。 

内部統制の運用が不十分であったことが原因

と考えられる重大な不適切事案が２件発生しま

した。主な原因として、契約事務に関しては進

捗管理やチェック機能、公印管理が不十分であ

ったこと、生産製作品――これは生乳ですが、

生産及び売却に関しては作業手順や出荷管理の

確認が不十分であったことが考えられます。こ

のため、契約事務等における進捗管理の強化な

どや生産製作品の出荷工程における作業手順等

の遵守など適正な財産管理に加え、職場におけ
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る職員への支援体制の強化や職員の法令遵守の

意識を向上させるための取組も必要です。この

ような認識に立ち、内部統制がさらに実効性の

あるものとなるよう要請しました。 

歳入歳出決算に係る審査意見は、以上のとお

りです。なお、１５ページから４５ページにか

けては、第４章決算の概要として決算状況を記

載していますが、説明を省略します。 

次に、４９ページをお開きください。基金運

用状況についての審査意見です。 

審査の対象は、大分県土地開発基金及び大分

県美術品取得基金の二つの基金です。 

審査の結果ですが、両基金とも、審査した限

りにおいて、運用の状況を示す書類の計数が正

確であると認められ、運用が確実かつ効率的に

行われていることが認められました。 

次に、審査意見ですが、引き続きそれぞれの

設置目的に沿った有効な活用に努めるよう要請

しました。 

５３ページをお開きください。健全化判断比

率についての審査意見です。 

審査の対象は、健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類です。 

審査の結果ですが、審査に付された書類は、

いずれも法令に適合し、かつ正確であることが

認められました。 

 次に、審査意見ですが、実質赤字比率及び連

結実質赤字比率は、いずれも赤字が生じていな

いことから算定されず、また、実質公債費比率

及び将来負担比率は、早期健全化の基準未満で

あったことから、特に是正改善を要する事項は

認められませんでした。 

最後に、５７ページをお開きください。資金

不足比率についての審査意見です。 

審査の対象は、資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類です。 

審査の結果ですが、大分県病院事業会計など

六つの会計について、審査に付された書類は、

いずれも法令に適合し、かつ正確であることが

認められました。 

 次に、審査意見です。いずれの会計も資金不

足比率は算定されなかったことから、特に是正

改善を要する事項は認められませんでした。 

以上で、大分県歳入歳出決算等の審査意見に

ついての説明を終わります。 

阿部（長）副委員長 以上で、説明は終わりま

した。これより質疑に入ります。 

 執行部に申し上げます。答弁は挙手し、私か

ら指名を受けた後、自席で起立の上、マイクを

使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。 

事前通告が２名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

木田委員 資料は大分県歳入歳出概要４ページ

です。令和６年度一般会計歳入決算額調につい

て、今、国税収入の増に合わせて、地方交付税

が増額となったと説明がありました。その他、

実質的歳入としての性格上、地方消費税清算金

は別として、地方譲与税や地方特例交付金が、

対前年度比で約３０億円増額していると。また、

寄附金は２億円少々ですけども、前年度から９

２．７５％増となっています。 

監査意見書にも部分的な記載がありますけど

も、これらの増加の要因、内訳、また今後の見

通しについて教えていただきたいと思います。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 お答えします。

地方譲与税についてです。まず、増加の要因は、

円安などを背景とした好調な企業業績により特

別法人事業税、譲与税が３０億４，６４３万円

増加したことによるものです。 

今後の見通しについては、令和７年度は地方

譲与税全体で２５４億６千万円、その主なもの

は、特別法人事業譲与税を２２８億７，４００

万円、地方揮発油譲与税を２２億２００万円と

見込んでいます。 

今後も米国関税の影響やガソリン暫定税率廃

止の議論の動向を注視していきます。 

次に、地方特例交付金についてです。増加の

要因は、令和６年度に国が実施した所得税・住

民税の定額減税に伴う地方公共団体の減収を補

塡する定額減税減収補塡特例交付金が３０億５，

４６１万円増加したことによるものです。 

定額減税は令和６年度限りであったことから、

令和７年度は住宅借入金等特別税額控除減収補

塡特例交付金６億８，８００万円、定額減税減
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収補塡特例交付金１，７００万円を合わせて７

億５００万円となる見込みです。 

寄附金について、増加の要因は、企業版ふる

さと納税の増加です。令和６年度にソフトバン

ク株式会社から全国の森林保全を支援するプロ

ジェクトの一環で、企業版ふるさと納税制度を

活用して２億５千万円をいただいたことによる

ものです。 

今後の見通しについては、令和７年度は寄附

金全体で１億２，８００万円を見込んでいます。

 引き続き、市町村と連携し、ふるさと納税の

獲得に向けた取組を強化することで、上積みを

目指します。 

木田委員 詳しい御説明ありがとうございまし

た。 

地方譲与税は円安の関係でも増えたというこ

とですが、トランプ関税の影響、あるいは、こ

の後、今年中になるかどうか分かりませんが、

ガソリンも暫定税率が今後どう影響するか、そ

の辺はまた政府で地方の財源は審議されると思

っています。 

質疑でも若干触れた、この歳入決算額調で出

てくる地方消費税清算金は、増えているように

見えますけれども、これは歳入の清算金で、一

方で歳出の清算金を、実質地方消費税として大

分県の財政にどれくらい残るかは、この表だけ

では分かりづらいところがあるのですが、一つ

はこの地方消費税清算金のルールは、これまで

いろいろと検討されて、改正が繰り返されてき

ていますけども、最近の総務省での清算方法の

検討状況はどのようなものがあるか教えていた

だきたいと思います。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 総務省でやっ

ている議論については、総務部の管轄となって

いるので、そちらでお願いしたいと思います。 

麻生委員 資料の５番、大分県歳入歳出決算概

要（資料１）の表２、令和６年度一般会計歳入

決算額調のうち、使用料及手数料に関係して伺

いたいと思います。 

予算現額に計上されているものもあれば、さ

れていないものもある。さらに使用料等につい

ては減額、減免されているものもあり、調定額

あるいは、中にも明記されていない、見える化

されていないという課題があるものですから、

これから決算審査、全ての部局に関わる問題で

あるので、ここでその前提条件を確認させてい

ただければと思います。 

まず、この予算編成について、方針、見込額

で計上しているのか、あるいは前年度実績で計

上しているのか、そういった基本的なルールが

あるかと思います。それを示してください。 

また、指定管理施設における使用料について

も、使用料施設、県の収入として入ってくる１

４施設の計上はどのようにしているのか。また、

指定管理者等の利用料金制の施設、これは８施

設あると伺っていますけれども、どのように見

える化をしているのか。特に最近は、物価とか

人件費によってスライドで途中補正ということ

も可能になってきているので、そういう部分を

どのように見える化しているのかについてお示

しください。 

また、この大分県使用料及び手数料条例も、

第６条第１項に基づいての減免実績があるかと

思いますが、これに関しては、この決算書にも

予算書にも、どこにも出てこないので、これか

ら決算審査をする上で、まずはどういう形にな

っているのか、お示しください。 

また、同条例の附則等に基づいて減免してい

るものもあろうかと思います。それについても

お知らせください。 

また、同時に３年以上減免が続いているとい

うことは、特別な理由があるとか、災害と言え

るのかという課題、問題認識を持っているので、

その３年以上も減免が続くものについてもお示

しいただければ幸いです。 

それから、資料１５番、審査意見書のうち、

１４ページだったでしょうか。財務事務の執行

について、あるいは契約事務についての指摘事

項がありました。この中に委託契約について、

仕様書が曖昧であるという指摘表現もあります

が、こういった部分とも関連をするので、２件

の事例と、その後のもう１件、何か具体的なこ

と、それはどのことを指しているのかをお示し

いただければ幸いです。 
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馬場会計管理者兼会計管理局長 お答えします。 

使用料及び手数料については、予算編成方針

において、受益者負担を原則として、人件費を

含めた歳出規模に応じた収入見込額を計上する

こととしています。 

具体的には、過去の実績値の平均や特殊要因

等を踏まえて、見込額を当初予算に計上してい

ます。２月補正予算では、実績見込みを踏まえ、

必要に応じて補正を行っているところです。 

それから、指定管理制度を導入している施設

ですけれども、使用料施設と利用料金制の施設

の２種があります。このうち利用料金制の施設

については、各施設の設置及び管理に関する条

例の定めるところにより、指定管理者がその料

金を定めることとしています。 

地方自治法に則った県の指定管理制度運用ガ

イドラインに基づいて、指定管理者が施設の運

営に直接充当することから、歳入予算には計上

をしていません。 

減免については、狩猟関係手数料など４件が

条例に明記されているもののほか、条例第６条

の第１項、災害その他特別な事情があると認め

るものに対しては減免等を行うことができると

いう規定に基づくものがあり、こちらについて

も実際に収入という形では入ってこないので、

歳入予算にも計上はされていません。 

令和６年度決算における使用料、手数料の減

額分については、条例の規定ごとにそれぞれ分

類をしており、該当部局は商工観光労働部、農

林水産部、土木建築部、教育委員会となってい

ます。 

第６条１項に基づく特認は、令和６年度の実

績が１２８件で、高校総体といった大会の減免

が４０件２，３７１万３千円、高等教育就学支

援制度に基づく大分県立工科短期大学校や大分

県立農業大学校の授業料等が８４件８６０万２

千円、大分フットボールクラブが１９試合分９，

９５７万１千円、ハーモニーランド等の設置及

び管理許可として６，３１１万円、合計で１億

９，４９４万６千円となっています。 

附則に基づく減免実績については、狩猟関係

と技能検定関係のみあり、合計が１，６２４万

７千円となっています。 

３年以上の継続ですが、このうち北部九州総

体の減免など、単年度限りのものを除いて、３

年以上継続しているその他のものについては、

継続しているところです。 

施設使用の目標の指標策定、それから減免等

については、各部局においてそれぞれ対応して

いるところです。 

長谷尾代表監査委員 麻生委員からの御指摘で

す。 

まず、１４ページにあった契約事務の中で、

仕様書が曖昧という話ですけども、教育委員会

でＩＴ事業絡みで各工業高校にロボティクス授

業とか、要するにシステム開発をするための１

００万円ぐらいの委託事業がそれぞれあったん

ですけれども、なかなか仕様書がはっきりして

いませんでした。委員も御存じだと思いますけ

ど、教育委員会の各県立学校は完全かいで、支

出負担行為も審査も自らやるんですね。通常、

会計管理者がいますけども、本庁は支出負担行

為を各部局、各課がやると、会計管理局の審査

指導室が全部チェックします。そういう体制が

県立学校にはないわけで、ちょっと今弱いので

すけれども、そういう中で仕様書が曖昧で、ま

た実際に業務の履行もかなりラフな状態といっ

たものを私が監査で見つけたものですから、厳

重注意をしたというのが１点目です。 

もう一つ、財産管理は、農業大学校で生乳の

――牛乳にするための搾乳をやっていたのです

けど、それに洗浄水が混ざり、これは確か損害

賠償をすることになったので、議員の議決もい

ただいた話ですが、それが二つ目です。 

それと、第５内部統制の徹底ですけども、不

適切な事案が振興局であり、契約書を偽造した

ようなところが若干あり、公印管理が不十分と

かいったものが出てきたので、これは知事から

内部統制報告書によって監査委員に提出があり、

我々も認知をして、今回取り上げたものです。 

麻生委員 ありがとうございます。これから各

部局審査をしていく上で、やっぱり何年も続け

ているような減免の問題といった部分をしっか

り議会でも厳しいチェックをしていく必要があ
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ろうかと思うので、さきほどの減免実績につい

ての資料を請求したいと思います。 

また、指定管理制度等の中でも、例えばさき

ほど株式会社大分フットボールクラブへの単年

度で約１億円の減免、これは２０年ほど続いて

いることであり、２０億円あるこの減免、全く

改善が見られない、工夫が見られない部分につ

いては、ドームそのものの委託は委託業者、一

方で減免しているのは大分フットボールクラブ

と非常に難しい問題もあるかなとは思いますが、

これは行政がもっとしっかりとチェックをして、

改善をしていく必要があろうかと思うので、そ

ういう意味においても、この大分フットボール

クラブに関しては、所管は企画振興部ですか、

それとも公園管理してる土木建築部どちらにな

るんでしょうか。それだけ確認したいと思いま

す。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 公園の管理に

ついては、公園・生活排水課になります。 

麻生委員 出資法人等の監督権限としては、企

画振興部と認識していますが、それは再度確認

をして、後ほど教えていただければ幸いです。

あわせて、減免実績についての資料も請求した

い思います。 

阿部（長）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が１名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

守永委員外議員 １点質疑します。 

令和６年度決算に関する調書の６０ページか

ら６２ページにかけて、寄附金について一覧が

掲載されていますけれども、今年度の寄附金で、

いわゆる遺贈としての寄附はどのくらいかあっ

たのでしょうか。また、遺贈、寄附を自治体に

結びつける団体がありますけれども、大分県で

の取組や考え方について教えていただきたいと

思います。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 お答えします。 

他の部局に確認したところ、令和６年度決算

において、遺贈としての寄附の受入れはありま

せんでした。 

寄附金については、現在、その活用方法によ

ってそれぞれの部局で受け入れていて、現時点

で取組を行っている部局はないと聞いています。 

守永委員外議員 各部局で判断をしているとい

うことであれば、各部局にこれから遺贈に対し

て、取り組むつもりがあるかを確認しようと思

えば、そのようにした方がいいということでし

ょうか。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 現時点で実際

に実績がないということなので、そういうお話

があれば、それぞれの部局で話を聞くことにな

るかと思います。 

守永委員外議員 遺贈については、普通の会社

法人なので、名前を言うとちょっと問題かなと

思うのですけども、もう数年前に遺贈そのもの

をふるさとに贈りたいという方々がいらっしゃ

るということで、希望を募って、そのふるさと

と結びつけていく取組をしているところがあり、

その会社としては、様々な機会を捉えて、受入

れ側の自治体を登録しているという取組をされ

ているので、また情報提供したいと思いますが、

是非考えていただければと思います。 

阿部（長）副委員長 ほかに、委員外議員で質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員の方からほかに質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 さきほど麻生委員から減

免実績に関する資料提出の要求がありました。 

お諮りします。さきほどの資料を委員会とし

て要求することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 御異議がないので、資料

を要求することに決定しました。執行部はよく

調整の上、速やかに提出願います。 

それではこれをもって決算の概要及び決算審

査等の結果の審査を終わります。 

なお、監査委員はこれで退席となります。お

疲れ様でした。 
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  〔監査委員、監査委員事務局退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、会計管理局関

係の審査に入りますが、説明は要点を簡潔・明

瞭にお願いします。 

 それでは、会計管理局長の説明を求めます。 

馬場会計管理者兼会計管理局長 会計管理局分

について御説明します。 

まず初めにタブレットの資料番号１０、令和

６年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書

についてです。 

資料の２７９ページを御覧ください。一般会

計の歳出決算額については、表の左から４行目、

支出済額の一番下の行、歳出合計の１１億９，

６６７万１，１７７円です。 

２８１ページを御覧ください。まず、会計課

分について御説明します。 

上の表、第２款総務費、第１項総務管理費、

第１目一般管理費は、決算額２億５，３９６万

３，０４５円で、会計課及び審査・指導室職員

３１人分の給与費です。 

下の表、第６目会計管理費は、決算額２億１，

３２８万２，８６５円で、会計事務の指導や財

務会計システムの開発等に要した経費です。 

次に、２８２ページを御覧ください。用度管

財課分について御説明します。 

上の表、第２款総務費、第１項総務管理費、

第１目一般管理費は、決算額２億１，４９０万

５，６０７円で、職員３２人分の給与費です。 

下の表、第６目会計管理費は、決算額１億８，

３６５万３，６３０円で、本庁集中管理車の管

理などに要した経費です。 

次の２８３ページを御覧ください。 

上の表、第７目財産管理費は、決算額２億９，

０５０万６，１７２円で、県庁舎本館及び新館

の維持管理などに要した経費です。 

下の表、第８目県庁舎別館及振興局費は、決

算額４，０３５万９，８５８円で、県庁舎別館

等の維持管理に要した経費です。 

続いて、タブレットの資料番号９、決算附属

調書を御覧ください。歳入決算額の予算に対す

る増減額、不用額及び収入未済額の主なものに

ついて御説明します。 

資料２２ページをお開きください。最初に歳

入決算額の予算に対する増減額についてです。

 科目欄の下、雑入のうち、増収となったもの

の一番上、用度管財課所属分５６３万７，８８

３円は、庁舎等管理費や入札関連手続電子化事

業負担金が見込みを上回ったことによるもので

す。 

次に、２８ページを御覧ください。不用額に

ついて御説明します。 

科目欄の総務費、総務管理費の６番目にある

財産管理費３，３２７万１，４９３円は、主に

県庁舎本館及び新館の高熱水費等が見込みを下

回ったことによるものです。 

４０ページを御覧ください。収入未済額につ

いての説明です。 

表の中ほど課名欄の上から１０行目、用度管

財課３６７万８，８４０円は、清掃業務を委託

していた契約事業者の破産に伴う契約解除に係

る違約金です。 

以上で会計管理局関係の説明を終わります。

御審査のほど、どうぞよろしくお願いします。 

阿部（長）副委員長 以上で、説明は終わりま

した。これより質疑に入ります。 

今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 

麻生委員 会計管理局で物品調達であるとか庁

舎管理の役務等をされているわけですけれども、

その地場企業への発注比率、額とか件数、大分

県中小企業活性化条例にもあった地場振興を県

として目標を掲げているようですけれども、そ

れに対しての達成状況についてお知らせくださ

い。 

併せてＷＴＯ要件に係る発注が何件かあった

のでしょうか。あったとするならば、海外から

の参入があったのか、なかったのか、この点だ

けお知らせください。 

伊達用度管財課長 まず中小企業や県内企業へ

の調達等の発注は、まずは県内企業については、

全体で７９６件、全体の件数の割合でいくと８

２．２％になっています。また、県内に支店を
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置く、いわゆる準県内企業を合わせた発注の件

数になると、令和６年度は９４７件で９７．８

％となっています。 

続いて、大分県中小企業活性化条例の目標の

達成率ですが、令和６年度の目標値は８７．８

％で、用度管財課で発注した分の中小企業との

契約率は８８．７％となっています。 

続いて、ＷＴＯ案件ですが、令和６年度は６

件の案件がありました。いずれも海外からの参

入がありません。 

麻生委員 ＷＴＯ要件の６件は、結果として県

内企業と県外企業という分類をしたときに、ど

うなんでしょうか。 

伊達用度管財課長 すみません、手元に資料が

ありませんので、後ほどお答えしたいと思いま

す。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 委員外議員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員の方からほかに何

か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 別にないので、これで質

疑を終了します。 

これをもって会計管理局関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔会計管理局、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、決算審査報告

について、内部協議に入ります。 

さきほどの会計管理局の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見・要望事項等がありましたら、

お願いします。 

麻生委員 さきほどＷＴＯ要件に関して、地方

自治体の発注について、以前から指摘している

とおりですけれども、これに対してやはり海外

からの参入、国際協定ですけれども、実質的に

はほとんど現実にはないわけですので、結果と

して、地場企業に対しての適正価格に影響が出

ているのも事実です。こういった国際協定のＷ

ＴＯ要件の地方自治体発注案件について、国に

対して見直しを求めることを、県議会でも議論

してみてはいかがかと思うので、意見として申

し上げておきます。 

阿部（長）副委員長 ただいま、麻生委員から

いただいた御意見、御要望及び本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、審査報告書案として取りま

とめたいと思います。 

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

以上で、会計管理局関係の審査報告書の検討

を終わります。 

ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 

〔監査委員事務局、委員外議員入室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、監査委員事務

局関係の審査に入りますが、説明は要点を簡潔

・明瞭にお願いします。 

それでは、監査委員事務局長の説明を求めま

す。 

岩尾監査委員事務局長 監査委員事務局関係の

決算について、御説明します。 

昨年度は、知事部局や教育庁、警察本部など

の２７１機関に対する定期監査をはじめ、人材

育成についてをテーマとした行政監査や、県が

出資等を行っている団体への監査等を実施しま

した。 

それでは、資料番号１０、令和６年度一般会

計及び特別会計決算事業別説明書の３０５ペー

ジをお開きください。 
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監査委員事務局関係は、第２款総務費、第９

項監査委員費のみであり、予算現額１億９，５

０１万８千円に対して、支出済額は１億９，２

４９万８，５０７円で、不用額は２５１万９，

４９３円です。 

その内訳については、３０７ページをお開き

ください。 

まず第１目委員費は、予算額１，９２８万５

千円に対して、決算額は１，９１５万７０５円

です。 

この内訳は、常勤監査委員１人分の給与費及

び非常勤監査委員３人分の委員報酬の計１，８

４１万６，１６６円と、旅費など監査に要した

経費７３万４，５３９円です。 

その下の第２目事務局費は、予算額１億７，

５７３万３千円に対して、決算額は１億７，３

３４万７，８０２円です。 

この内訳は、事務局職員２０人分の給与費１

億６，５１９万５９３円と、事務局運営費とし

て、事務局職員の旅費や需用費など監査補助に

要した経費、会計年度任用職員経費の計８１５

万７，２０９円です。 

以上です。御審査のほど、よろしくお願いし

ます。 

阿部（長）副委員長 以上で、説明は終わりま

した。これより質疑に入ります。 

今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 

猿渡委員 １点質疑したいと思います。通告し

ていなくて申し訳ありません。 

３０７ページ、監査経費に関連するのですけ

れども、私、２年前のこの場で、監査の際に、

例えば施設維持管理の電気の関係とか、内容に

よっては専門的な知識を持って監査すべきでは

ないかと。そのことによって、質を担保する必

要があるのではないのかと質疑しました。 

そのときの答弁は、実績報告書などを精査し

ているとか、工事等に係る技術的な知見が必要

な部分については、土木建築部の職員が同行し

てるとかいう内容でした。やはり維持管理、電

気等の部類に関しても、専門的な技術の職員が

チェックすべきではないかと思いますが、何か

改善があったのでしょうか。 

小野第二課長 我々は事務の職員なので、電気

等、施設の維持管理に係る委託等については、

専門的な知識を有する土木建築部の電気設備の

職員等が実際同行しながら監査することをこれ

までもやっています。 

猿渡委員 それは以前からずっと行われている

ということなのか、最近改善されたということ

なのか教えてください。 

小野第二課長 令和５年度から、土木建築部に

協力をいただきながら、監査を実施していると

ころです。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員で質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 委員外議員で質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員の方からほかに質

疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 別にないので、これで質

疑を終了します。 

以上で、監査委員事務局関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔監査委員事務局、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより、決算審査報告

について、内部協議に入ります。 

さきほどの監査委員事務局の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ

反映させるべき意見・要望事項等がありました

ら、お願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめについては、委員長に御一任

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう
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か。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それではそのようにしま

す。 

以上で、監査委員事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。 

これをもって、本日の審査日程は終わりまし

たが、この際ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは次回の委員会は

１０月１日水曜日の午前１０時から開きます。 

以上をもって本日の委員会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


